
 
 

鹿児島市 令和６年度介護保険制度改正等説明資料 

 

短期入所生活介護  － 個別資料 － 

 

１．令和６年度介護報酬改定における改定事項について            ・・・1 ページ 

  

２．指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 

・・・19 ページ 

３．指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入

居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制

定に伴う実施上の留意事項について                   ・・・47ページ 

 

４．指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に

ついて                                ・・・62 ページ 

 

５．介護報酬の算定構造（案）                      ・・・72 ページ 

 

 

 

 

 今回の資料に使用した「介護報酬の算定構造（案）」は、現段階で国が示

した改正（案）です。 

 今回の報酬改定等に関するご質問は、ホームページ掲載の質問票にて 

受付けます。(電子メール及びＦＡＸでのみ受け付けます。) 

以上、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 



○ 短期入所生活介護 基本報酬
① １(４)⑤短期入所生活介護における看取り対応体制の強化
② １(５)④業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★
③ １(６)①高齢者虐待防止の推進★
④ １(６)②身体的拘束等の適正化の推進★
⑤ ２(１)⑮訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化★
⑥ ２(２)③ユニットケア施設管理者研修の努力義務化★
⑦ ３(１)①介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアッ

プ等支援加算の一本化★
⑧ ３(２)①テレワークの取扱い★
⑨ ３(２)②利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の設置の義務付け★
⑩ ３(２)③介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進★
⑪ ３(２)⑧外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し★
⑫ ３(３)⑩ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化★
⑬ ４(１)③短期入所生活介護における長期利用の適正化★

３．(１)短期入所生活介護
改定事項
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短期入所生活介護 基本報酬

単位数 ※以下の単位数はすべて１日あたり

＜現行＞ ＜改定後＞
要支援１ 474単位 479単位
要支援２ 589単位 596単位
要介護１ 638単位 645単位
要介護２ 707単位 715単位
要介護３ 778単位 787単位
要介護４ 847単位 856単位
要介護５ 916単位 926単位

単独型・従来型個室

＜現行＞ ＜改定後＞
要支援１ 555単位 561単位
要支援２ 674単位 681単位
要介護１ 738単位 746単位
要介護２ 806単位 815単位
要介護３ 881単位 891単位
要介護４ 949単位 959単位
要介護５ 1,017単位 1,028単位

単独型・ユニット型個室

＜現行＞ ＜改定後＞
要支援１ 446単位 451単位
要支援２ 555単位 561単位
要介護１ 596単位 603単位
要介護２ 665単位 672単位
要介護３ 737単位 745単位
要介護４ 806単位 815単位
要介護５ 874単位 884単位

＜現行＞ ＜改定後＞
要支援１ 523単位 529単位
要支援２ 649単位 656単位
要介護１ 696単位 704単位
要介護２ 764単位 772単位
要介護３ 838単位 847単位
要介護４ 908単位 918単位
要介護５ 976単位 987単位

併設型・従来型個室

併設型・ユニット型個室

2



１.（４）⑤ 短期入所生活介護における看取り対応体制の強化

概要

○ 短期入所生活介護について、看取り期の利用者に対するサービス提供体制の強化を図る観点から、レスパイト機
能を果たしつつ、看護職員の体制確保や対応方針を定め、看取り期の利用者に対してサービス提供を行った場合に
評価する新たな加算を設ける。【告示改正】

単位数
＜現行＞ ＜改定後＞
なし 看取り連携体制加算 64単位/日（新設）

※死亡日及び死亡日以前30日以下について、７日を限度

【短期入所生活介護】

算定要件等

○ 次のいずれかに該当すること。（新設）
（１）看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）イ若しくはロを算定していること。
（２）看護体制加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）イ若しくはロを算定しており、かつ、短期入所生活介護事業所の看護職員

により、又は病院、診療所、訪問看護ステーション若しくは本体施設の看護職員との連携により、24時間連
絡できる体制を確保していること。

〇 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して当該対応方針の内容
を説明し、同意を得ていること。
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１.（５）④ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
概要

○ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務
継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策
定の場合、基本報酬を減算する。【告示改正】

単位数
＜現行＞ ＜改定後＞
なし 業務継続計画未実施減算

施設・居住系サービス 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算（新設）
その他のサービス 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（新設）

算定要件等
○ 以下の基準に適合していない場合（新設）
・ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時
の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること

・ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※ 令和７年３月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っ
ている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和７年３月31日までの間、
減算を適用しない。

○ １年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定されるよう、事業所間の連携により計画策定を行って差し
支えない旨を周知することも含め、小規模事業所の計画策定支援に引き続き取り組むほか、介護サービス情報公表
システムに登録すべき事項に業務継続計画に関する取組状況を追加する等、事業所への働きかけを強化する。また、
県別の計画策定状況を公表し、指定権者による取組を促すとともに、業務継続計画を策定済みの施設・事業所につ
いても、地域の特性に合わせた実効的な内容となるよう、指定権者による継続的な指導を求める。

【全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）】

※ 平成18年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、５単位/日減算であったが、
各サービス毎に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、その他サービスは、所
定単位数から平均して７単位程度/（日・回）の減算となる。
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概要
○ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業者（居宅療養管理指導及
び特定福祉用具販売を除く。）について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又はその再
発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること）が講じられていない場合に、
基本報酬を減算する。その際、福祉用具貸与については、そのサービス提供の態様が他サービスと異なること等を
踏まえ、３年間の経過措置期間を設けることとする。【告示改正】

〇 施設におけるストレス対策を含む高齢者虐待防止に向けた取組例を収集し、周知を図るほか、国の補助により都
道府県が実施している事業において、ハラスメント等のストレス対策に関する研修を実施できることや、同事業に
よる相談窓口について、高齢者本人とその家族だけでなく介護職員等も利用できることを明確化するなど、高齢者
虐待防止に向けた施策の充実を図る。

単位数
＜現行＞ ＜改定後＞
なし 高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（新設）

【全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）】

１.（６）① 高齢者虐待防止の推進①

算定要件等
○ 虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合（新設）
・ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催するとともに、そ
の結果について、従業者に周知徹底を図ること。

・ 虐待の防止のための指針を整備すること。
・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

※ 平成18年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、５単位/日減算であったが、各サービス毎
に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、所定単位数から平均して７単位程度/（日・回）の
減算となる。

5



１.（６）① 高齢者虐待防止の推進②

算定要件等
○ 全ての施設・事業所で虐待防止措置が適切に行われるよう、令和６年度中に小規模事業所等における取組事例を
周知するほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に虐待防止に関する取組状況を追加する。また、
指定権者に対して、集団指導等の機会等にて虐待防止措置の実施状況を把握し、未実施又は集団指導等に不参加の
事業者に対する集中的な指導を行うなど、高齢者虐待防止に向けた取組の強化を求めるとともに、都道府県別の体
制整備の状況を周知し、更なる取組を促す。
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概要
○ 身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、以下の見直しを行う。
ア 短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置（委員会の開催等、
指針の整備、研修の定期的な実施）を義務付ける。【省令改正】また、身体的拘束等の適正化のための措置が講
じられていない場合は、基本報酬を減算する。その際、１年間の経過措置期間を設けることとする。【告示改正】

イ 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援について、利用者又は
他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと
とし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理
由を記録することを義務付ける。【省令改正】

【ア：短期入所系サービス★、多機能系サービス★、イ：訪問系サービス★、通所系サービス★、福祉用具貸与★、
特定福祉用具販売★、居宅介護支援★】

１．（６）② 身体的拘束等の適正化の推進①

基準
○ 短期入所系サービス及び多機能系サービスの運営基準に以下の措置を講じなければならない旨を規定する。
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、
介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。

・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

○ 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援の運営基準に以下を規定
する。
・ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行って
はならないこと。

・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
を記録しなければならないこと。
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１.（６）② 身体的拘束等の適正化の推進②

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（新設）

単位数

算定要件等
○ 身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置が講じられていない場合
・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
を記録すること

・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、
介護職員その他従業者に周知徹底を図ること

・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること

〇 全ての施設・事業所で身体的拘束等の適正化が行われるよう、令和６年度中に小規模事業所等における取組事例
を周知するほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に身体的拘束等の適正化に関する取組状況を追
加する。また、指定権者に対して、集団指導等の機会等にて身体的拘束等の適正化の実施状況を把握し、未実施又
は集団指導等に不参加の事業者に対する集中的な指導を行うなど、身体的拘束等の適正化に向けた取組の強化を求
める。

【短期入所系サービス★、多機能系サービス★】

※ 平成18年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、５単位/日減算であったが、各サービ
ス毎に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、短期入所系・多機能系サービスは所定単位
数から平均して９単位程度/日の減算となる。
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＋

○ 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介
護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、１月に１回に限り所定単位数を加算する。（新設）

○ 事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診
療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該従業者からの相談等に対
応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。

必要に応じ
て相談

２.（１）⑮ 訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化

概要
○ 訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び定期巡回・随時対応
型訪問介護看護において、職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切な口腔管理の実
施につなげる観点から、事業所と歯科専門職の連携の下、介護職員等による口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実
施並びに利用者の同意の下の歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価する新たな加算を設ける。
【告示改正】

単位数
＜現行＞ ＜改定後＞
なし 口腔連携強化加算 50単位/回（新設）

※１月に１回に限り算定可能

【訪問介護、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、定期巡回・随
時対応型訪問介護看護】

算定要件等

看護師、リハビリテーション専門職、介護職員等

情報提供

介護支援専門員
連携歯科医療機関

訪問系サービス、短期入所系サービス事業者

口腔の健康
状態の評価 歯科医療機関
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２.（２）③ ユニットケア施設管理者研修の努力義務化

概要

○ ユニットケアの質の向上の観点から、個室ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講する
よう努めなければならないこととする。【省令改正】

【短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
介護老人保健施設、介護医療院】
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３.（１）① 介護職員の処遇改善①

概要
○ 介護現場で働く方々にとって、令和６年度に2.5％、令和７年度に2.0％のベースアップへと確実につながるよう
加算率の引上げを行う。

○ 介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進
する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算につい
て、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた４段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。
※ 一本化後の加算については、事業所内での柔軟な職種間配分を認める。また、人材確保に向けてより効果的な
要件とする等の観点から、月額賃金の改善に関する要件及び職場環境等要件を見直す。 【告示改正】

【訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーショ
ン★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護★、認知症対応型共同生活介護★、看護小規模多
機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

単位数
サービス区分 介護職員等処遇改善加算

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
訪問介護・夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 24.5% 22.4% 18.2% 14.5%
訪問入浴介護★ 10.0% 9.4% 7.9% 6.3%
通所介護・地域密着型通所介護 9.2% 9.0% 8.0% 6.4%
通所リハビリテーション★ 8.6% 8.3% 6.6% 5.3%
特定施設入居者生活介護★・地域密着型特定施設入居者生活介護 12.8% 12.2% 11.0% 8.8%
認知症対応型通所介護★ 18.1% 17.4% 15.0% 12.2%
小規模多機能型居宅介護★・看護小規模多機能型居宅介護 14.9% 14.6% 13.4% 10.6%
認知症対応型共同生活介護★ 18.6% 17.8% 15.5% 12.5%
介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護★ 14.0% 13.6% 11.3% 9.0%
介護老人保健施設・短期入所療養介護（介護老人保健施設）★ 7.5% 7.1% 5.4% 4.4%
介護医療院・短期入所療養介護（介護医療院）★・短期入所療養介護（病院等)★ 5.1% 4.7% 3.6% 2.9%

※介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に以下の加算率を乗じる。加算率はサービス毎の介護
職員の常勤換算職員数に基づき設定。

（注）令和６年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の３加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改
定による加算率の引上げを受けることができるようにすることなどの激変緩和措置を講じる。
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３.（１）① 介護職員の処遇改善②

算定要件等
○ 一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。
○ 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の１/２以上を月額賃金の改善に充て
ることを要件とする。
※ それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増
加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その２/３以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。

※︓加算率は訪問介護のものを例として記載。

対応する現行の加算等（※） 新加算の趣旨

新
加
算
（
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
）

Ⅰ 新加算（Ⅱ）に加え、以下の要件を満たすこと。
• 経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上
配置していること（訪問介護の場合、介護福祉士30%以上）

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【13.7%】

b. 特定処遇加算（Ⅰ）
【6.3%】

c. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

事業所内の経験・
技能のある職員を
充実

Ⅱ 新加算（Ⅲ）に加え、以下の要件を満たすこと。
• 改善後の賃金年額440万円以上が１人以上
• 職場環境の更なる改善、見える化【見直し】
• グループごとの配分ルール【撤廃】

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【13.7%】

b. 特定処遇加算（Ⅱ）
【4.2%】

c. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

総合的な職場環境
改善による職員の
定着促進

Ⅲ 新加算（Ⅳ）に加え、以下の要件を満たすこと。
• 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【13.7％】

b. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

資格や経験に応じ
た昇給の仕組みの
整備

Ⅳ • 新加算（Ⅳ）の1/2（7.2%）以上を月額賃金で配分
• 職場環境の改善（職場環境等要件）【見直し】
• 賃金体系等の整備及び研修の実施等

a. 処遇改善加算（Ⅱ）
【10.0%】

b. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

介護職員の基本的
な待遇改善・ベー
スアップ等

既存の要件は黒字、新規・修正する要件は赤字加算率（※）

【14.5%】

【18.2%】

【22.4%】

【24.5%】

新加算（Ⅰ〜Ⅳ）は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一。（介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に
重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。）
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３.（２）① テレワークの取扱い

概要

○ 人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理
していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的
な考え方を示す。【通知改正】

【全サービス（居宅療養管理指導★を除く。）】
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３.（２）② 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に
資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け

概要

〇 介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、
事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する
ための委員会の設置を義務付ける。その際、３年間の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】

【短期入所系サービス★、居住系サービス★、多機能系サービス★、施設系サービス】
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３.（２）③ 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進①

概要
○ 介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入
後の継続的なテクノロジーの活用を支援するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽
減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、見守り機器等のテクノロジーを１
つ以上導入し、生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行うとともに、一定期間ごとに、業
務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うことを評価する新たな加算を設けることとする。【告示改正】

○ 加えて、上記の要件を満たし、提出したデータにより業務改善の取組による成果が確認された上で、見守り機器
等のテクノロジーを複数導入し、職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手の活用等）の取組等を行っているこ
とを評価する区分を設けることとする。【告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 100単位/月（新設）

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 10単位/月（新設）

【短期入所系サービス★、居住系サービス★、多機能系サービス★、施設系サービス】
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３.（２）⑧ 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

概要
○ 就労開始から６月未満のEPA介護福祉士候補者及び技能実習生（以下「外国人介護職員」という。）については、
日本語能力試験N1又はN2に合格した者を除き、両制度の目的を考慮し、人員配置基準への算入が認められていな
いが、就労開始から６月未満であってもケアの習熟度が一定に達している外国人介護職員がいる実態なども踏まえ、
人員配置基準に係る取扱いについて見直しを行う。
具体的には、外国人介護職員の日本語能力やケアの習熟度に個人差があることを踏まえ、事業者が、外国人介護

職員の日本語能力や指導の実施状況、管理者や指導職員等の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を人員配置基準
に算入することについて意思決定を行った場合には、就労開始直後から人員配置基準に算入して差し支えないこと
とする。【告示改正】
その際、適切な指導及び支援を行う観点、安全体制の整備の観点から、以下の要件を設ける。

ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること。
イ 安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること。
併せて、両制度の趣旨を踏まえ、人員配置基準への算入の有無にかかわらず、研修又は実習のための指導職員の

配置や、計画に基づく技能等の修得や学習への配慮など、法令等に基づき、受入れ施設において適切な指導及び支
援体制の確保が必要であることを改めて周知する。

【通所系サービス★、短期入所系サービス★、居住系サービス★、多機能系サービス★、施設系サービス】

算定要件等

訪日後研修

（現行）

（見直し案）

※N1・N2のみ参入可能

※N1・N2に加え、受入れ事業

者が配置基準に算入するこ
ととした場合に算入可能

算入

算入

就労開始 就労開始６ヶ月次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定
める法令の適用について職員等とみなしても差し支えないこととする。
・ 受入れ施設において就労を開始した日から６月を経過した外国人介護職員
・ 受入れ施設において就労を開始した日から６月を経過していない外国人介護
職員であって、受入れ施設（適切な研修体制及び安全管理体制が整備されてい
るものに限る。）に係る事業を行う者が当該外国人介護職員の日本語の能力及
び研修の実施状況並びに当該受入れ施設の管理者、研修責任者その他の職員の
意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適
用について職員等とみなすこととしたもの

・ 日本語能力試験N1又はN2に合格した者
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３.（３）⑩ ユニット間の勤務体制に係る取扱いの明確化

概要

○ ユニット型施設において、引き続き入居者等との「馴染みの関係」を維持しつつ、柔軟なサービス提供により、
より良いケアを提供する観点から、職員の主たる所属ユニットを明らかにした上で、必要に応じてユニット間の勤
務が可能であることを明確化する。【通知改正】

【短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
介護老人保健施設、介護医療院】
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４.（１）③ 短期入所生活介護における長期利用の適正化
概要

○ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護における長期利用について、長期利用の適正化を図り、サービス
の目的に応じた利用を促す観点から、施設入所と同等の利用形態となる場合、施設入所の報酬単位との均衡を図る
こととする。【告示改正】

単位数

【短期入所生活介護★】

算定要件等
○短期入所生活介護 連続して60日を超えて同一の短期入所生活介護事業所に入所している利用者
○介護予防短期入所生活介護 連続して30日を超えて同一の介護予防短期入所生活介護事業所に入所している利用者

○ 短期入所生活介護
＜改定後＞

○ 介護予防短期入所生活介護（新設）
＜改定後＞
要支援１ （ユニット型）介護予防短期入所生活介護費について（ユニット型）介護福祉施設サービス費の

要介護１の単位数の100分の75に相当する単位数を算定する。
要支援２ （ユニット型）介護予防短期入所生活介護費について（ユニット型）介護福祉施設サービス費の

要介護１の単位数の100分の93に相当する単位数を算定する。

単独型 併設型 単独型ユニット型 併設型ユニット型

基本報酬 787単位 745単位 891単位 847単位
長期利用者減算適用後
（31日〜60日） 757単位 715単位 861単位 817単位
長期利用の適正化

（61日以降）（新設） 732単位 715単位 815単位 815単位

（参考）介護老人福祉施設 732単位 815単位

（要介護３の場合）

※ 長期利用について、介護福祉施設サービス費の単位数と同単位数とする。（併設型は、すでに長期利用者に対する減算に
よって介護福祉施設サービス費以下の単位数となっていることから、さらなる単位数の減は行わない。）
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までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴～⑶ （略） 

までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴～⑶ （略） 

 ト・チ （略）  ト・チ （略） 

８ 短期入所生活介護費（１日につき） 

イ 短期入所生活介護費 

⑴ 単独型短期入所生活介護費 

㈠ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ) 

ａ 要介護１                 645単位 

ｂ 要介護２                 715単位 

ｃ 要介護３                 787単位 

ｄ 要介護４                 856単位 

ｅ 要介護５                 926単位 

㈡ 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ) 

ａ 要介護１                 645単位 

ｂ 要介護２                 715単位 

ｃ 要介護３                 787単位 

ｄ 要介護４                 856単位 

ｅ 要介護５                 926単位 

⑵ 併設型短期入所生活介護費 

㈠ 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ) 

ａ 要介護１                 603単位 

ｂ 要介護２                 672単位 

ｃ 要介護３                 745単位 

ｄ 要介護４                 815単位 

ｅ 要介護５                 884単位 

㈡ 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ) 

ａ 要介護１                 603単位 

ｂ 要介護２                 672単位 

ｃ 要介護３                 745単位 

８ 短期入所生活介護費（１日につき） 

イ 短期入所生活介護費 

⑴ 単独型短期入所生活介護費 

㈠ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ) 

ａ 要介護１                 638単位 

ｂ 要介護２                 707単位 

ｃ 要介護３                 778単位 

ｄ 要介護４                 847単位 

ｅ 要介護５                 916単位 

㈡ 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ) 

ａ 要介護１                 638単位 

ｂ 要介護２                 707単位 

ｃ 要介護３                 778単位 

ｄ 要介護４                 847単位 

ｅ 要介護５                 916単位 

⑵ 併設型短期入所生活介護費 

㈠ 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ) 

ａ 要介護１                 596単位 

ｂ 要介護２                 665単位 

ｃ 要介護３                 737単位 

ｄ 要介護４                 806単位 

ｅ 要介護５                 874単位 

㈡ 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ) 

ａ 要介護１                 596単位 

ｂ 要介護２                 665単位 

ｃ 要介護３                 737単位 
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ｄ 要介護４                 815単位 

ｅ 要介護５                 884単位 

ロ ユニット型短期入所生活介護費 

⑴ 単独型ユニット型短期入所生活介護費 

㈠ 単独型ユニット型短期入所生活介護費 

ａ 要介護１                 746単位 

ｂ 要介護２                 815単位 

ｃ 要介護３                 891単位 

ｄ 要介護４                 959単位 

ｅ 要介護５                1,028単位 

㈡ 経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費 

ａ 要介護１                 746単位 

ｂ 要介護２                 815単位 

ｃ 要介護３                 891単位 

ｄ 要介護４                 959単位 

ｅ 要介護５                1,028単位 

⑵ 併設型ユニット型短期入所生活介護費 

㈠ 併設型ユニット型短期入所生活介護費 

ａ 要介護１                 704単位 

ｂ 要介護２                 772単位 

ｃ 要介護３                 847単位 

ｄ 要介護４                 918単位 

ｅ 要介護５                 987単位 

㈡ 経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費 

ａ 要介護１                 704単位 

ｂ 要介護２                 772単位 

ｃ 要介護３                 847単位 

ｄ 要介護４                 918単位 

ｅ 要介護５                 987単位 

ｄ 要介護４                 806単位 

ｅ 要介護５                 874単位 

ロ ユニット型短期入所生活介護費 

⑴ 単独型ユニット型短期入所生活介護費 

㈠ 単独型ユニット型短期入所生活介護費 

ａ 要介護１                 738単位 

ｂ 要介護２                 806単位 

ｃ 要介護３                 881単位 

ｄ 要介護４                 949単位 

ｅ 要介護５                1,017単位 

㈡ 経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費 

ａ 要介護１                 738単位 

ｂ 要介護２                 806単位 

ｃ 要介護３                 881単位 

ｄ 要介護４                 949単位 

ｅ 要介護５                1,017単位 

⑵ 併設型ユニット型短期入所生活介護費 

㈠ 併設型ユニット型短期入所生活介護費 

ａ 要介護１                 696単位 

ｂ 要介護２                 764単位 

ｃ 要介護３                 838単位 

ｄ 要介護４                 908単位 

ｅ 要介護５                 976単位 

㈡ 経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費 

ａ 要介護１                 696単位 

ｂ 要介護２                 764単位 

ｃ 要介護３                 838単位 

ｄ 要介護４                 908単位 

ｅ 要介護５                 976単位 

注１・２ （略） 注１・２ （略） 

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身 （新設） 
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体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高

齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分

の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

５ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業

務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

６ （略） ３ （略） 

７ イ⑵について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合し

ているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届

出を行った指定短期入所生活介護事業所において、注６を

算定している場合は、生活相談員配置等加算として、１日

につき13単位を所定単位数に加算する。 

４ イ⑵について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合し

ているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届

出を行った指定短期入所生活介護事業所において、注３を

算定している場合は、生活相談員配置等加算として、１日

につき13単位を所定単位数に加算する。 

８ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

短期入所生活介護事業所において、外部との連携により、

利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練

計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、

イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓

練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度として、１

月につき、ロについては１月につき、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加

算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加

算は算定しない。また、注10を算定している場合、イは算

定せず、ロは１月につき100単位を所定単位数に加算する

。 

イ・ロ （略） 

５ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

短期入所生活介護事業所において、外部との連携により、

利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練

計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、

イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓

練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度として、１

月につき、ロについては１月につき、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加

算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加

算は算定しない。また、注７を算定している場合、イは算

定せず、ロは１月につき100単位を所定単位数に加算する

。 

イ・ロ （略） 
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９ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士

、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん

摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びき

ゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資

格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機

能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）（以下こ

の注において「理学療法士等」という。）を１名以上配置

しているもの（利用者の数（指定居宅サービス基準第121

条第２項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業

所又は同条第４項に規定する併設事業所である指定短期入

所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第２項

の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム（老人福祉法（

昭和38年法律第133号）第20条の５に規定する特別養護老

人ホームをいう。）又は指定居宅サービス基準第124条第

４項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計

数。以下この注において同じ。）が100を超える指定短期

入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職

務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置し、かつ

、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤

換算方法（指定居宅サービス基準第２条第８号に規定する

常勤換算方法をいう。特定施設入居者生活介護費の注10に

おいて同じ。）で利用者の数を100で除した数以上配置し

ているもの）として、電子情報処理組織を使用する方法に

より、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による

届出を行った指定短期入所生活介護事業所については、１

日につき12単位を所定単位数に加算する。 

６ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士

、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん

摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びき

ゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資

格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機

能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）（以下こ

の注において「理学療法士等」という。）を１名以上配置

しているもの（利用者の数（指定居宅サービス基準第121

条第２項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業

所又は同条第４項に規定する併設事業所である指定短期入

所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第２項

の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム（老人福祉法（

昭和38年法律第133号）第20条の５に規定する特別養護老

人ホームをいう。）又は指定居宅サービス基準第124条第

４項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計

数。以下この注において同じ。）が100を超える指定短期

入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職

務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置し、かつ

、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤

換算方法（指定居宅サービス基準第２条第８号に規定する

常勤換算方法をいう。特定施設入居者生活介護費の注７に

おいて同じ。）で利用者の数を100で除した数以上配置し

ているもの）として、電子情報処理組織を使用する方法に

より、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による

届出を行った指定短期入所生活介護事業所については、１

日につき12単位を所定単位数に加算する。 

10・11 （略） ７・８ （略） 

12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
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短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定

める状態にあるものに対して指定短期入所生活介護を行っ

た場合は、医療連携強化加算として、１日につき58単位を

所定単位数に加算する。ただし、ホの在宅中重度者受入加

算を算定している場合は、算定しない。 

短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定

める状態にあるものに対して指定短期入所生活介護を行っ

た場合は、医療連携強化加算として、１日につき58単位を

所定単位数に加算する。ただし、ニの在宅中重度者受入加

算を算定している場合は、算定しない。 

13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定

める基準に適合する利用者について看取り期におけるサー

ビス提供を行った場合は、看取り連携体制加算として、死

亡日及び死亡日以前30日以下について、７日を限度として

、１日につき64単位を加算する。 

（新設） 

14 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に

関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用

する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所につ

いては、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲

げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる

いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。また、注６を算定している

場合は、算定しない。 

⑴～⑷ （略） 

10 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に

関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用

する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める

様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所につ

いては、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲

げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる

いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。また、注３を算定している

場合は、算定しない。 

⑴～⑷ （略） 

15 （略） 11 （略） 

16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

短期入所生活介護事業所において、若年性認知症利用者に

対して指定短期入所生活介護を行った場合は、若年性認知

症利用者受入加算として１日につき120単位を所定単位数

に加算する。ただし、注15を算定している場合は、算定し

12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

短期入所生活介護事業所において、若年性認知症利用者に

対して指定短期入所生活介護を行った場合は、若年性認知

症利用者受入加算として１日につき120単位を所定単位数

に加算する。ただし、注11を算定している場合は、算定し
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ない。 ない。 

17・18 （略） 13・14 （略） 

19 別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅サービス計画

において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生

活介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算とし

て、当該指定短期入所生活介護を行った日から起算して７

日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを

得ない事情がある場合は、14日）を限度として、１日につ

き90単位を所定単位数に加算する。ただし、注15を算定し

ている場合は、算定しない。 

15 別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅サービス計画

において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生

活介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算とし

て、当該指定短期入所生活介護を行った日から起算して７

日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを

得ない事情がある場合は、14日）を限度として、１日につ

き90単位を所定単位数に加算する。ただし、注11を算定し

ている場合は、算定しない。 

20 指定居宅サービス基準第121条第２項の規定の適用を受

ける指定短期入所生活介護事業所に係る注９の規定による

届出については、指定施設サービス等介護給付費単位数表

の規定により、注９の規定による届出に相当する介護福祉

施設サービスに係る届出があったときは、注９の規定によ

る届出があったものとみなす。 

16 指定居宅サービス基準第121条第２項の規定の適用を受

ける指定短期入所生活介護事業所に係る注６の規定による

届出については、指定施設サービス等介護給付費単位数表

の規定により、注６の規定による届出に相当する介護福祉

施設サービスに係る届出があったときは、注６の規定によ

る届出があったものとみなす。 

21 （略） 17 （略） 

22 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所

生活介護を行った場合は、１日につき30単位を所定単位数

から減算する。ただし、注23を算定している場合は、算定

しない。 

18 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所

生活介護を行った場合は、１日につき30単位を所定単位数

から減算する。 

23 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所

生活介護を行った場合は、注１の規定にかかわらず、次に

掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数

を算定する。 

⑴ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は単独型短期入所生活

介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場

合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲

げる単位数 

㈠ 要介護１                589単位 

（新設） 
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㈡ 要介護２                659単位 

㈢ 要介護３                732単位 

㈣ 要介護４                802単位 

㈤ 要介護５                871単位 

⑵ 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型短期入所生活

介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場

合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲

げる単位数 

㈠ 要介護１                573単位 

㈡ 要介護２                642単位 

㈢ 要介護３                715単位 

㈣ 要介護４                785単位 

㈤ 要介護５                854単位 

⑶ 単独型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的単独

型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期

入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に

応じて、それぞれ次に掲げる単位数 

㈠ 要介護１                670単位 

㈡ 要介護２                740単位 

㈢ 要介護３                815単位 

㈣ 要介護４                886単位 

㈤ 要介護５                955単位 

⑷ 併設型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的併設

型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期

入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に

応じて、それぞれ次に掲げる単位数 

㈠ 要介護１                670単位 

㈡ 要介護２                740単位 

㈢ 要介護３                815単位 

㈣ 要介護４                886単位 

㈤ 要介護５                955単位 
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ハ 口腔
く う

連携強化加算                50単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入

所生活介護事業所の従業者が、口腔
く う

の健康状態の評価を実施

した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び

介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行った

ときは、口腔
く う

連携強化加算として、１月に１回に限り所定単

位数を加算する。 

（新設） 

ニ～ヘ （略） ハ～ホ （略） 

ト 生産性向上推進体制加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入

所生活介護事業所において、利用者に対して指定短期入所生

活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月

につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げ

るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。 

⑴ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)          100単位 

⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)          10単位 

（新設） 

チ （略） ヘ （略） 

リ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が

、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当

該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月31日までの間、次

に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ

ト 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が

、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当

該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月31日までの間、次

に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ
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るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した

単位数の1000分の83に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した

単位数の1000分の60に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した

単位数の1000分の33に相当する単位数 

るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した

単位数の1000分の83に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した

単位数の1000分の60に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヘまでにより算定した

単位数の1000分の33に相当する単位数 

ヌ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所

が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し

ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算

定した単位数の1000分の27に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算

定した単位数の1000分の23に相当する単位数 

チ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所

が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し

ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算

定した単位数の1000分の27に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算

定した単位数の1000分の23に相当する単位数 

ル 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所

が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、

イからチまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する

単位数を所定単位数に加算する。 

リ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所

が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、

イからヘまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する

単位数を所定単位数に加算する。 

９ 短期入所療養介護費 ９ 短期入所療養介護費 
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定した単位数の1000分の20に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算

定した単位数の1000分の17に相当する単位数 

（削る） チ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション

事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行

った場合は、イからホまでにより算定した単位数の1000分の

10に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

８ 短期入所生活介護費（１日につき） ８ 短期入所生活介護費（１日につき） 
イ～チ （略） イ～チ （略） 

リ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長

が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事

業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加

算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加

算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定

した単位数の1000分の140に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定

した単位数の1000分の136に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定

した単位数の1000分の113に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからチまでにより算定

した単位数の1000分の90に相当する単位数 

リ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が

、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当

該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月31日までの間、次

に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ

るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した

単位数の1000分の83に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した

単位数の1000分の60に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した

単位数の1000分の33に相当する単位数 
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２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施している

ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都

道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定短期入所生活介護事業所（注１の加算を算定して

いるものを除く。）が、利用者に対し、指定短期入所生活

介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に

掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ

るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲

げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の124に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の117に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の120に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の113に相当する単位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の101に相当する単位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の97に相当する単位数 

⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の90に相当する単位数 

⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の97に相当する単位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の86に相当する単位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の74に相当する単位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからチまでにより算

（新設） 
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定した単位数の1000分の74に相当する単位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の70に相当する単位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の63に相当する単位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからチまでにより算

定した単位数の1000分の47に相当する単位数 

（削る） ヌ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所

が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し

ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算

定した単位数の1000分の27に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算

定した単位数の1000分の23に相当する単位数 

（削る） ル 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所

が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、

イからチまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する

単位数を所定単位数に加算する。 

９ 短期入所療養介護費 ９ 短期入所療養介護費 

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費 イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費 
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 イ～ハ （略） 

ニ 栄養改善加算                  200単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電

子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し

、老健局長が定める様式による届出を行い、低栄養状態にあ

る利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者

の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄

養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維

持又は向上に資すると認められるもの（以下「栄養改善サー

ビス」という。）を行った場合は、１月につき所定単位数を

加算する。 

 ⑴～⑸ （略） 

ホ～ヌ （略） 

イ～ハ （略） 

ニ 栄養改善加算                  200単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道

府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそ

れのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等

を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管

理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると

認められるもの（以下「栄養改善サービス」という。）を行

った場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

 

 

 ⑴～⑸ （略） 

ホ～ヌ （略） 

ル 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテー

ション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリ

テーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年５月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない

。 

⑴～⑶ （略） 

ル 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテー

ション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリ

テーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない

。 

⑴～⑶ （略） 

ヲ・ワ （略） ヲ・ワ （略） 

６ 介護予防短期入所生活介護費（１日につき） ６ 介護予防短期入所生活介護費（１日につき） 

イ 介護予防短期入所生活介護費 

⑴ 単独型介護予防短期入所生活介護費 

㈠ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) 

ａ 要支援１                 479単位 

イ 介護予防短期入所生活介護費 

⑴ 単独型介護予防短期入所生活介護費 

㈠ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) 

ａ 要支援１                 474単位 

3
24

34



  

 

 

ｂ 要支援２                 596単位 

㈡ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ) 

ａ 要支援１                 479単位 

ｂ 要支援２                 596単位 

⑵ 併設型介護予防短期入所生活介護費 

㈠ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) 

ａ 要支援１                 451単位 

ｂ 要支援２                 561単位 

㈡ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ) 

ａ 要支援１                 451単位 

ｂ 要支援２                 561単位 

ロ ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

⑴ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

㈠ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

ａ 要支援１                 561単位 

ｂ 要支援２                 681単位 

㈡ 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

ａ 要支援１                 561単位 

ｂ 要支援２                 681単位 

⑵ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

㈠ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

ａ 要支援１                 529単位 

ｂ 要支援２                 656単位 

㈡ 経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

ａ 要支援１                 529単位 

ｂ 要支援２                 656単位 

注１・２ （略） 

ｂ 要支援２                 589単位 

㈡ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ) 

ａ 要支援１                 474単位 

ｂ 要支援２                 589単位 

⑵ 併設型介護予防短期入所生活介護費 

㈠ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ) 

ａ 要支援１                 446単位 

ｂ 要支援２                 555単位 

㈡ 併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ) 

ａ 要支援１                 446単位 

ｂ 要支援２                 555単位 

ロ ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

⑴ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

㈠ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

ａ 要支援１                 555単位 

ｂ 要支援２                 674単位 

㈡ 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

ａ 要支援１                 555単位 

ｂ 要支援２                 674単位 

⑵ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

㈠ 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

ａ 要支援１                 523単位 

ｂ 要支援２                 649単位 

㈡ 経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 

ａ 要支援１                 523単位 

ｂ 要支援２                 649単位 

注１・２ （略） 

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身

体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高 （新設） 
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齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分

の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

５ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業

務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の１に

相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（新設） 

６ （略） ３ （略） 

７ イ⑵について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合し

ているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届

出を行った指定介護予防短期入所生活介護事業所において

、注６を算定している場合は、生活相談員配置等加算とし

て、１日につき13単位を所定単位数に加算する。 

４ イ⑵について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合し

ているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届

出を行った指定介護予防短期入所生活介護事業所において

、注３を算定している場合は、生活相談員配置等加算とし

て、１日につき13単位を所定単位数に加算する。 

８ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所生活介護事業所において、外部との連携

により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別

機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分

に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個

別機能訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度と

して、１月につき、ロについては１月につき、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ

の他の加算は算定しない。また、注10を算定している場合

、イは算定せず、ロは１月につき100単位を所定単位数に

算定する。 

イ・ロ （略） 

５ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所生活介護事業所において、外部との連携

により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別

機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分

に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個

別機能訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度と

して、１月につき、ロについては１月につき、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ

の他の加算は算定しない。また、注７を算定している場合

、イは算定せず、ロは１月につき100単位を所定単位数に

算定する。 

イ・ロ （略） 

９ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士

、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん

摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びき

ゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

６ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士

、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん

摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びき

ゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

3
26

36



  

 

 

、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資

格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機

能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）（以下こ

の注において「理学療法士等」という。）を１名以上配置

しているもの（利用者の数（指定介護予防サービス基準第

129条第２項の規定の適用を受ける指定介護予防短期入所

生活介護事業所又は同条第４項に規定する併設事業所であ

る指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用

者の数及び同条第２項の規定の適用を受ける特別養護老人

ホーム又は指定介護予防サービス基準第132条第４項に規

定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下

この注において同じ。）が100を超える指定介護予防短期

入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職

務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置し、かつ

、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤

換算方法（指定介護予防サービス基準第２条第８号に規定

する常勤換算方法をいう。介護予防特定施設入居者生活介

護費の注６において同じ。）で利用者の数を100で除した

数以上配置しているもの）として、電子情報処理組織を使

用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介護

事業所について、１日につき12単位を所定単位数に加算す

る。 

、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資

格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機

能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）（以下こ

の注において「理学療法士等」という。）を１名以上配置

しているもの（利用者の数（指定介護予防サービス基準第

129条第２項の規定の適用を受ける指定介護予防短期入所

生活介護事業所又は同条第４項に規定する併設事業所であ

る指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用

者の数及び同条第２項の規定の適用を受ける特別養護老人

ホーム又は指定介護予防サービス基準第132条第４項に規

定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下

この注において同じ。）が100を超える指定介護予防短期

入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職

務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置し、かつ

、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤

換算方法（指定介護予防サービス基準第２条第８号に規定

する常勤換算方法をいう。介護予防特定施設入居者生活介

護費の注４において同じ。）で利用者の数を100で除した

数以上配置しているもの）として、電子情報処理組織を使

用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定め

る様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介護

事業所について、１日につき12単位を所定単位数に加算す

る。 

10・11 （略） ７・８ （略） 

12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所生活介護事業所において、若年性認知症

利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場

合は、若年性認知症利用者受入加算として１日につき120

単位を所定単位数に加算する。ただし、注11を算定してい

９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防短期入所生活介護事業所において、若年性認知症

利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護を行った場

合は、若年性認知症利用者受入加算として１日につき120

単位を所定単位数に加算する。ただし、注８を算定してい
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る場合は、算定しない。 る場合は、算定しない。 

13・14 （略） 10・11 （略） 

15 指定介護予防サービス基準第129条第２項の規定の適用

を受ける指定介護予防短期入所生活介護事業所に係る注９

の規定による届出については、指定施設サービス等介護給

付費単位数表の規定により、注９の規定による届出に相当

する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注

９の規定による届出があったものとみなす。 

12 指定介護予防サービス基準第129条第２項の規定の適用

を受ける指定介護予防短期入所生活介護事業所に係る注６

の規定による届出については、指定施設サービス等介護給

付費単位数表の規定により、注６の規定による届出に相当

する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注

６の規定による届出があったものとみなす。 

16 （略） 13 （略） 

17 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定介護予防

短期入所生活介護を行った場合は、注１の規定にかかわら

ず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所

定単位数を算定する。 

⑴ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型介護

予防短期入所生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定介護予防短

期入所生活介護を行った場合 利用者の要支援状態区分

に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 

㈠ 要支援１ 指定施設サービス等介護給付費単位数表

の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護１の所定単位数

の100分の75に相当する単位数 

㈡ 要支援２ 指定施設サービス等介護給付費単位数表

の介護福祉施設サービス費(Ⅰ)の要介護１の所定単位数

の100分の93に相当する単位数 

⑵ 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型介護

予防短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定介護予防短

期入所生活介護を行った場合 利用者の要支援状態区分

に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 

㈠ 要支援１ 指定施設サービス等介護給付費単位数表

の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護１の所定単位数

の100分の75に相当する単位数 

㈡ 要支援２ 指定施設サービス等介護給付費単位数表

（新設） 
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の介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の要介護１の所定単位数

の100分の93に相当する単位数 

⑶ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費又は併

設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費を算定すべ

き指定介護予防短期入所生活介護を行った場合 利用者

の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数 

㈠ 要支援１ 指定施設サービス等介護給付費単位数表

のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護１の所

定単位数の100分の75に相当する単位数 

㈡ 要支援２ 指定施設サービス等介護給付費単位数表

のユニット型介護福祉施設サービス費の要介護１の所

定単位数の100分の93に相当する単位数 

⑷ 経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費

又は経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護

費を算定すべき指定介護予防短期入所生活介護を行った

場合 利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ次に

掲げる単位数 

㈠ 要支援１ 指定施設サービス等介護給付費単位数表

の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護

１の所定単位数の100分の75に相当する単位数 

㈡ 要支援２ 指定施設サービス等介護給付費単位数表

の経過的ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護

１の所定単位数の100分の93に相当する単位数 

ハ 口腔
く う

連携強化加算                50単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予

防短期入所生活介護事業所の従業者が、口腔
く う

の健康状態の評

価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療

機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供

（新設） 
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を行ったときは、口腔
く う

連携強化加算として、１月に１回に限

り所定単位数を加算する。 

ニ・ホ （略） ハ・ニ （略） 

ヘ 生産性向上推進体制加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予

防短期入所生活介護事業所において、利用者に対して指定介

護予防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)          100単位 

⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)          10単位 

（新設） 

ト （略） ホ （略） 

チ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介護

事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月

31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した

単位数の1000分の83に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した

単位数の1000分の60に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した

単位数の1000分の33に相当する単位数 

ヘ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介護

事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月

31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した

単位数の1000分の83に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した

単位数の1000分の60に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した

単位数の1000分の33に相当する単位数 
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リ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介

護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ

かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他

の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算

定した単位数の1000分の27に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算

定した単位数の1000分の23に相当する単位数 

ト 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介

護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ

かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他

の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算

定した単位数の1000分の27に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算

定した単位数の1000分の23に相当する単位数 

ヌ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介

護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護

を行った場合は、イからトまでにより算定した単位数の1000

分の16に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

チ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介

護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護

を行った場合は、イからホまでにより算定した単位数の1000

分の16に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

７ 介護予防短期入所療養介護費 ７ 介護予防短期入所療養介護費 

イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費 

⑴ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 

㈠ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                579単位 

ⅱ 要支援２                726単位 

ｂ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                632単位 

イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費 

⑴ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費 

㈠ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ) 

ａ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ) 

ⅰ 要支援１                577単位 

ⅱ 要支援２                721単位 

ｂ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ) 

ⅰ 要支援１                619単位 

3
31

41



  

 

 

第
十
一
条 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

370

42



  

 

 

掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に

掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の20に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算

定した単位数の1000分の17に相当する単位数 

 （削る） ワ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテ

ーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビ

リテーションを行った場合は、イからヌまでにより算定した

単位数の1000分の10に相当する単位数を所定単位数に加算す

る。 

６ 介護予防短期入所生活介護費（１日につき） ６ 介護予防短期入所生活介護費（１日につき） 

イ～ト （略） イ～ト （略） 

チ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長

が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生

活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生

活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次

に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲

げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に

掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定

した単位数の1000分の140に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定

した単位数の1000分の136に相当する単位数 

チ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定

める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介護

事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年５月

31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した

単位数の1000分の83に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した

単位数の1000分の60に相当する単位数 
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⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定

した単位数の1000分の113に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからトまでにより算定

した単位数の1000分の90に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した

単位数の1000分の33に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施している

ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都

道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行

った指定介護予防短期入所生活介護事業所（注１の加算を

算定しているものを除く。）が、利用者に対し、指定介護

予防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の124に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の117に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の120に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の113に相当する単位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の101に相当する単位数 

⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の97に相当する単位数 

⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の90に相当する単位数 

⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の97に相当する単位数 

⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからトまでにより算

（新設） 
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定した単位数の1000分の86に相当する単位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の74に相当する単位数 

⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の74に相当する単位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の70に相当する単位数 

⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の63に相当する単位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからトまでにより算

定した単位数の1000分の47に相当する単位数 
（削る） リ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介

護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ

かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他

の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算

定した単位数の1000分の27に相当する単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算

定した単位数の1000分の23に相当する単位数 

（削る） ヌ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組

織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が

定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介

護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護
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を行った場合は、イからトまでにより算定した単位数の1000

分の16に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

７ 介護予防短期入所療養介護費 ７ 介護予防短期入所療養介護費 

イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費 

  ⑴～⑼ （略） 

イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費 

 ⑴～⑼ （略） 

⑽ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老

健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短

期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防

短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより算

定した単位数の1000分の75に相当する単位数 

㈡ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより算

定した単位数の1000分の71に相当する単位数 

㈢ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑼までにより算

定した単位数の1000分の54に相当する単位数 

㈣ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⑼までにより算

定した単位数の1000分の44に相当する単位数 

⑽ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理

組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局

長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所

療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所

療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

令和６年５月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより算定し

た単位数の1000分の39に相当する単位数 

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより算定し

た単位数の1000分の29に相当する単位数 

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑼までにより算定し

た単位数の1000分の16に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定め

る基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施して

いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ

り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による

届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所（注

１の加算を算定しているものを除く。）が、利用者に対

し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当

（新設） 
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別紙２ 

○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サ

ービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年３月８日老企第40号厚生省老人保健福

祉局企画課長通知）（抄）  

 

1 

新 旧 

第１ 届出手続の運用 

 １ 届出の受理 

第１ 届出手続の運用 

 １ 届出の受理 

⑴ 届出書類の受取り、要件審査、届出の受理及び国保連合会等への通知 

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所

サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）及び指定居宅介護支援に要

する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい

て」（平成 12 年３月１日老企第 36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通

知。以下「訪問通所サービス通知」という。）第１の１の⑴から⑸までを

準用する。この場合において、訪問通所サービス通知第１の１の⑴②中

「居宅サービス単位数表及び居宅介護支援単位数表」とあるのは、「居宅

サービス単位数表及び施設サービス単位数表」と読み替えるものとする。 

⑵ （略） 

⑴ 届出書類の受取り、要件審査、届出の受理及び国保連合会等への通知 

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所

サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）及び指定居宅介護支援に要

する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい

て」（平成 12 年３月１日老企第 36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通

知。以下「訪問通所サービス通知」という。）第１の１の⑴から⑸までを

準用する。 

 

 

⑵ （略） 

第２ 居宅サービス単位数表（短期入所生活介護費から特定施設入居者生活介

護費に係る部分に限る。）及び施設サービス単位数表 

 １ 通則 

第２ 居宅サービス単位数表（短期入所生活介護費から特定施設入居者生活介

護費に係る部分に限る。）及び施設サービス単位数表 

 １ 通則 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービス、介護

保健施設サービス及び介護医療院サービスについては、当該事業所又

は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を入所等させているいわゆ

る定員超過利用に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護

費等の算定方法において、定員超過利用の基準及び単位数の算定方法

を明らかにしているところであるが、適正なサービスの提供を確保す

るための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるもの

とする。 

⑶ 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービス、介護

保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスに

ついては、当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を

入所等させているいわゆる定員超過利用に対し、介護給付費の減額を

行うこととし、通所介護費等の算定方法において、定員超過利用の基

準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、適正な

サービスの提供を確保するための規定であり、定員超過利用の未然防

止を図るよう努めるものとする。 

②・③ （略） ②・③ （略） 

④ 都道府県知事（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19

第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）又は同法第 252 条の 22

第１項の中核市（以下「中核市」という。）においては、指定都市又は

中核市の市長。３の⑹ルｃ及びｄを除き、以下同じ。）は、定員超過利

用が行われている事業所又は施設に対しては、その解消を行うよう指

導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が２月以上継続する場

④ 都道府県知事（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19

第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）又は同法第 252 条の 22

第１項の中核市（以下「中核市」という。）においては、指定都市又は

中核市の市長。３の⑹ニｃ及びｄ、７の⑻④及び⑤を除き、以下同じ。）

は、定員超過利用が行われている事業所又は施設に対しては、その解

消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が２月
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合には、特別な事情がある場合を除き、指定又は許可の取消しを検討

するものとする。 

以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定又は許可

の取消しを検討するものとする。 

⑤ （略） ⑤ （略） 

⑷ 常勤換算方法による職員数の算定方法等について 

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤

の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数

点第２位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、

配置されていた職員数が一時的に１割の範囲内で減少した場合は、１月

を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったもの

とみなすこととする。 

その他、常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②

のとおりとすること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業

場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事

業者が自主的に講じる所定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び

治療のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられてい

る場合、30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤

の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱う

ことを可能とする。 

⑷ 常勤換算方法による職員数の算定方法等について 

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤

の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数

点第２位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、

配置されていた職員数が一時的に１割の範囲内で減少した場合は、１月

を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったもの

とみなすこととする。 

その他、常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②

のとおりとすること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のた

めの所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、

30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者

が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可

能とする。 

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められてい

る常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間

を基本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理

措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が

講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業

所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間

数を 30 時間として取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者

が労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性

健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められてい

る常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間

を基本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理

措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じら

れている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所とし

て整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30

時間として取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者

が労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性

健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、
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同条第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関す

る制度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限

る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じ

て講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該要件において

求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数

に換算することにより、当該要件を満たすことが可能であることとす

る。 

同条第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関す

る制度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限

る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じ

て講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該要件において

求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数

に換算することにより、当該要件を満たすことが可能であることとす

る。 

⑸ 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について 

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介

護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービス

については、当該事業所又は施設の看護師等の配置数が、人員基準上

満たすべき員数を下回っているいわゆる人員基準欠如に対し、介護給

付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定方法において、人員

基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであ

るが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、人

員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。 

⑸ 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について 

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介

護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス

及び介護医療院サービスについては、当該事業所又は施設の看護師等

の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆる人員

基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の

算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明ら

かにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保

するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるも

のとする。 

②～④ （略） ②～④ （略） 

⑤ 看護・介護職員については、最も低い所定単位数を算定するために

必要な員数を満たさない場合にはじめて人員基準欠如となるものであ

り、最も低い所定単位数を基にして減算を行うものであること（した

がって、例えば看護６：１、介護４：１の職員配置に応じた所定単位数

を算定していた指定介護療養型医療施設において、看護６：１、介護

４：１を満たさなくなったが看護６：１、介護５：１は満たすという状

態になった場合は、看護６：１、介護４：１の所定単位数に 100 分の

70 を乗じて得た単位数ではなく、看護６：１、介護５：１の所定単位

数を算定するものであり、看護６：１、介護６：１を下回ってはじめて

人員基準欠如となるものであること）。なお、届け出ていた看護・介護

職員の職員配置を満たせなくなった場合には、事業者又は施設は該当

することとなった職員配置を速やかに都道府県知事に届け出なければ

ならないこと。また、より低い所定単位数の適用については、③の例に

よるものとすること。 

ただし、ユニット型短期入所療養介護事業所については、看護６：

１、介護４：１を下回る職員配置は認められていないため、看護６：

⑤ 看護・介護職員については、最も低い所定単位数を算定するために

必要な員数を満たさない場合にはじめて人員基準欠如となるものであ

り、最も低い所定単位数を基にして減算を行うものであること（した

がって、例えば看護６：１、介護４：１の職員配置に応じた所定単位数

を算定していた指定介護療養型医療施設において、看護６：１、介護

４：１を満たさなくなったが看護６：１、介護５：１は満たすという状

態になった場合は、看護６：１、介護４：１の所定単位数に 100 分の

70 を乗じて得た単位数ではなく、看護６：１、介護５：１の所定単位

数を算定するものであり、看護６：１、介護６：１を下回ってはじめて

人員基準欠如となるものであること）。なお、届け出ていた看護・介護

職員の職員配置を満たせなくなった場合には、事業者又は施設は該当

することとなった職員配置を速やかに都道府県知事に届け出なければ

ならないこと。また、より低い所定単位数の適用については、③の例に

よるものとすること。 

ただし、ユニット型短期入所療養介護事業所又はユニット型指定介

護療養型医療施設については、看護６：１、介護４：１を下回る職員配
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１、介護５：１、看護６：１、介護６：１の職員配置に応じた所定単位

数を定めておらず、職員配置が看護６：１、介護４：１を満たさない場

合は人員基準欠如となるものであり、看護６：１、介護４：１の所定単

位数に 100 分の 70 を乗じて得た単位数を算定する。 

置は認められていないため、看護６：１、介護５：１、看護６：１、介

護６：１の職員配置に応じた所定単位数を定めておらず、職員配置が

看護６：１、介護４：１を満たさない場合は人員基準欠如となるもの

であり、看護６：１、介護４：１の所定単位数に 100 分の 70 を乗じて

得た単位数を算定する。 

⑥ （略） ⑥ （略） 

⑹ 夜勤体制による減算について 

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービス、介護

保健施設サービス及び介護医療院サービスについては、夜勤を行う職

員の員数が基準に満たない場合の所定単位数の減算に係る規定（厚生

労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準（平成 12 年

厚生省告示第 29 号。以下「夜勤職員基準」という。））を置いていると

ころであるが、これらの規定は、夜間の安全の確保及び利用者等のニ

ーズに対応し、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、

夜勤を行う看護職員又は介護職員の員数不足の未然防止を図るよう努

めるものとする。 

②～⑤ （略） 

⑹ 夜勤体制による減算について 

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービス、介護

保健施設サービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスに

ついては、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の所定単位数

の減算に係る規定（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件

に関する基準（平成 12 年厚生省告示第 29 号。以下「夜勤職員基準」

という。））を置いているところであるが、これらの規定は、夜間の安全

の確保及び利用者等のニーズに対応し、適正なサービスの提供を確保

するための規定であり、夜勤を行う看護職員又は介護職員の員数不足

の未然防止を図るよう努めるものとする。 

②～⑤ （略） 

⑺～⑽ （略） ⑺～⑽ （略） 

⑾ 令和６年４月から５月までの取扱い 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改

正する告示（令和６年厚生労働省告示第 86 号）において、介護職員処遇

改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等

支援加算（以下「処遇改善３加算」という。）の一本化は令和６年６月

施行となっているところ、令和６年４月から５月までの間の処遇改善３

加算の内容については、別途通知（「介護職員等処遇改善加算等に関す

る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」）を参

照すること。 

（新設） 

２ 短期入所生活介護費 

⑴・⑵ （略） 

２ 短期入所生活介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 併設事業所について 

① （略） 

② 併設事業所における所定単位数の算定（職員の配置数の算定）並び

に人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算について

は、本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、 

⑶  併設事業所について 

① （略） 

② 併設事業所における所定単位数の算定（職員の配置数の算定）並び

に人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算について

は、本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、 
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イ 指定介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む。以

下⑶並びに⑾、⒀、⒃及び(24)において同じ。）の併設事業所の場合は、

指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活介護の利用者数を

合算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看

護職員の配置数を算定すること。したがって、例えば、前年度の平

均入所者数 70 人の指定介護老人福祉施設に前年度の平均利用者数

20 人の短期入所生活介護事業所が併設されている場合は、併設型短

期入所生活介護費(Ⅰ)（３：１の人員配置に対応するもの）を算定す

るために必要な介護職員又は看護職員は合計で 30 人であり、必要な

夜勤を行う職員の数は４人であること。 

なお、ユニット型同士が併設する場合は、指定介護老人福祉施設

のユニット数と短期入所生活介護事業所のユニット数を合算した上

で、夜勤職員の配置数を算定すること。例えば、３ユニットの指定介

護老人福祉施設に、１ユニットの短期入所生活介護事業所が併設さ

れている場合は、２のユニットごとに夜勤職員を１人以上配置する

ことが必要であることから、必要な夜勤職員数は２人であること。 

また、ユニット型とユニット型以外が併設されている場合は、利

用者の処遇に支障がなく（災害が起こった際にも利用者の安全が確

保できる等）、夜勤職員１人あたりの指定介護老人福祉施設の入所者

数と短期入所生活介護事業所の利用者数の合計が20人以下である場

合には、指定介護老人福祉施設と短期入所生活介護事業所の夜勤職

員の兼務が認められるものであること。例えば、３ユニットで入居

者数 29 人のユニット型指定介護老人福祉施設に、利用者数３人の多

床室の短期入所生活介護事業所が併設されている場合は、必要な夜

勤職員数は２人であること。 

ロ （略） 

③ （略） 

イ 指定介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む。以

下⑶並びに⑻、⑽、⑿及び⒆において同じ。）の併設事業所の場合は、

指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活介護の利用者数を

合算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看

護職員の配置数を算定すること。したがって、例えば、前年度の平

均入所者数 70 人の指定介護老人福祉施設に前年度の平均利用者数

20 人の短期入所生活介護事業所が併設されている場合は、併設型短

期入所生活介護費(Ⅰ)（３：１の人員配置に対応するもの）を算定す

るために必要な介護職員又は看護職員は合計で 30 人であり、必要な

夜勤を行う職員の数は４人であること。 

なお、ユニット型同士が併設する場合は、指定介護老人福祉施設

のユニット数と短期入所生活介護事業所のユニット数を合算した上

で、夜勤職員の配置数を算定すること。例えば、３ユニットの指定介

護老人福祉施設に、１ユニットの短期入所生活介護事業所が併設さ

れている場合は、２のユニットごとに夜勤職員を１人以上配置する

ことが必要であることから、必要な夜勤職員数は２人であること。 

また、ユニット型とユニット型以外が併設されている場合は、利

用者の処遇に支障がなく（災害が起こった際にも利用者の安全が確

保できる等）、夜勤職員１人あたりの指定介護老人福祉施設の入所者

数と短期入所生活介護事業所の利用者数の合計が 20 人以下である

場合には、指定介護老人福祉施設と短期入所生活介護事業所の夜勤

職員の兼務が認められるものであること。例えば、３ユニットで入

居者数 29 人のユニット型指定介護老人福祉施設に、利用者数３人の

多床室の短期入所生活介護事業所が併設されている場合は、必要な

夜勤職員数は２人であること。 

ロ （略） 

③ （略） 

⑷ 特別養護老人ホームの空床利用について 

① （略） 

② 注１の規定による施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出につ

いては、本体施設である特別養護老人ホームについてそれに相当する

届出が行われていれば、注 20 と同様の趣旨により、短期入所生活介護

について行う必要がないこと。 

⑷ 特別養護老人ホームの空床利用について 

① （略） 

② 注１の規定による施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出につ

いては、本体施設である特別養護老人ホームについてそれに相当する

届出が行われていれば、注 16 と同様の趣旨により、短期入所生活介護

について行う必要がないこと。 

⑸ （略） ⑸ （略） 
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⑹ 身体拘束廃止未実施減算について 

身体拘束廃止未実施減算については、事業所において身体的拘束等が

行われていた場合ではなく、居宅サービス基準第 128 条第５項の記録（同

条第４項に規定する身体的拘束等を行う場合の記録）を行っていない場

合及び同条第６項に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員に

ついて所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録を行って

いない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

１回以上開催していない、身体的拘束等の適正化のための指針を整備し

ていない又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施してい

ない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、

事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事

に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月ま

での間について、利用者全員について所定単位数から減算することとす

る。 

（新設） 

⑺ 高齢者虐待防止措置未実施減算について 

高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐

待が発生した場合ではなく、指定居宅サービス基準第 140 条（指定居宅

サービス等基準第 140 条の 13において準用する場合を含む。）又は第 140

条の 15 において準用する第 37 条の２に規定する措置を講じていない場

合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的

には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し

ていない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待

防止のための年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措

置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速

やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から３月

後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事

実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者

全員について所定単位数から減算することとする。 

（新設） 

⑻ 業務継続計画未策定減算について 

業務継続計画未策定減算については、指定居宅サービス等基準第 140

条（指定居宅サービス等基準第 140 条の 13 において準用する場合を含

む。）又は第 140 条の 15 において準用する指定居宅サービス等基準第 30

条の２第１項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌

月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）

（新設） 
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から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利

用者全員について、所定単位数から減算することとする。 

なお、経過措置として、令和７年３月 31 日までの間、感染症の予防及

びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定し

ている場合には、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏

まえ、速やかに作成すること。 

⑼ （略） ⑹ （略） 

⑽ 生活機能向上連携加算について 

① 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、指定訪問リハビリテーション事業所、

指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施

している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が 200 床未満

のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所

が存在しないものに限る。以下この⑽において同じ。）の理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この⑽において「理学療法

士等」という。）の助言に基づき、当該指定短期入所生活介護事業所

の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種

の者（以下「機能訓練指導員等」という。）が共同してアセスメント、

利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行って

いること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常

生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」

とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っ

ている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療

院であること。 

⑺ 生活機能向上連携加算について 

① 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、指定訪問リハビリテーション事業所、

指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施

している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が 200 床未満

のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所

が存在しないものに限る。以下この⑺において同じ。）の理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この⑺において「理学療法

士等」という。）の助言に基づき、当該指定短期入所生活介護事業所

の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種

の者（以下「機能訓練指導員等」という。）が共同してアセスメント、

利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行って

いること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常

生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」

とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っ

ている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療

施設若しくは介護医療院であること。 

ロ～ト （略） ロ～ト （略） 

② 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、指定訪問リハビリテーション事業所、

指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施

している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定短期入所生活介

護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同して、利

用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行ってい

ること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生

活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

② 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、指定訪問リハビリテーション事業所、

指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施

している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定短期入所生活介

護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同して、利

用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行ってい

ること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生

活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 
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この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」

とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っ

ている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療

院であること。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」

とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っ

ている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療

施設若しくは介護医療院であること。 

ロ・ハ （略） ロ・ハ （略） 

⑾ 機能訓練指導員の加算について 

注９の機能訓練指導員に係る加算については、専ら当該業務に従事す

る常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であることから、

併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者については、

たとえ常勤の職員であったとしても加算の算定要件は満たさないことに

留意すること。ただし、利用者数（指定介護老人福祉施設に併設される短

期入所生活介護事業所又は空床利用型の短期入所生活介護事業所におい

てはその本体施設の入所者数を含む。）が 100 人を超える場合であって、

別に専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されていると

きは、その他の機能訓練指導員については、「常勤換算方法で利用者の数

を 100 で除した数以上」という基準を満たす限りにおいて、併設の通所

介護事業所の機能訓練指導員を兼務して差し支えないこと。例えば、入

所者数100人の指定介護老人福祉施設に併設される利用者数20人の短期

入所生活介護事業所において、２人の常勤の機能訓練指導員がいて、そ

のうちの１人が指定介護老人福祉施設及び指定短期入所生活介護事業所

の常勤専従の機能訓練指導員である場合であっては、もう１人の機能訓

練指導員は、勤務時間の５分の１だけ指定介護老人福祉施設及び短期入

所生活介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事し、その他の時間は併

設の通所介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事するときは、通所介

護、短期入所生活介護及び介護福祉施設サービスの機能訓練指導員に係

る加算の全てが算定可能となる。 

⑻ 機能訓練指導員の加算について 

注６の機能訓練指導員に係る加算については、専ら当該業務に従事す

る常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であることから、

併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者については、

たとえ常勤の職員であったとしても加算の算定要件は満たさないことに

留意すること。ただし、利用者数（指定介護老人福祉施設に併設される短

期入所生活介護事業所又は空床利用型の短期入所生活介護事業所におい

てはその本体施設の入所者数を含む。）が 100 人を超える場合であって、

別に専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されていると

きは、その他の機能訓練指導員については、「常勤換算方法で利用者の数

を 100 で除した数以上」という基準を満たす限りにおいて、併設の通所

介護事業所の機能訓練指導員を兼務して差し支えないこと。例えば、入

所者数100人の指定介護老人福祉施設に併設される利用者数20人の短期

入所生活介護事業所において、２人の常勤の機能訓練指導員がいて、そ

のうちの１人が指定介護老人福祉施設及び指定短期入所生活介護事業所

の常勤専従の機能訓練指導員である場合であっては、もう１人の機能訓

練指導員は、勤務時間の５分の１だけ指定介護老人福祉施設及び短期入

所生活介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事し、その他の時間は併

設の通所介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事するときは、通所介

護、短期入所生活介護及び介護福祉施設サービスの機能訓練指導員に係

る加算の全てが算定可能となる。 

⑿ 個別機能訓練加算について 

①～⑧ （略） 

⑨ 注９の機能訓練指導員の加算を算定している場合であっても、別途個

別機能訓練加算に係る訓練を実施した場合は、同一日であっても個別機

能訓練加算を算定できるが、この場合にあっては、注６の機能訓練指導員

の加算に係る常勤専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練加算に係る機

能訓練指導員として従事することはできず、別に個別機能訓練加算に係

る機能訓練指導員の配置が必要である。また、個別機能訓練加算は、心身

⑼ 個別機能訓練加算について 

①～⑧ （略） 

⑨ 注６の機能訓練指導員の加算を算定している場合であっても、別途個

別機能訓練加算に係る訓練を実施した場合は、同一日であっても個別機

能訓練加算を算定できるが、この場合にあっては、注６の機能訓練指導

員の加算に係る常勤専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練加算に係る

機能訓練指導員として従事することはできず、別に個別機能訓練加算に

係る機能訓練指導員の配置が必要である。また、個別機能訓練加算は、心
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機能への働きかけだけでなく、ＡＤＬ（食事、排泄、入浴等）やＩＡＤＬ

（調理、洗濯、掃除等）などの活動への働きかけや、役割の創出や社会参

加の実現といった参加への働きかけを行い、心身機能、活動、参加といっ

た生活機能にバランスよく働きかけるものである。なお、当該加算の目

的・趣旨に沿った目標設定や実施内容等の項目等については、別に通知す

るところによるものとする。 

身機能への働きかけだけでなく、ＡＤＬ（食事、排泄、入浴等）やＩＡＤ

Ｌ（調理、洗濯、掃除等）などの活動への働きかけや、役割の創出や社会

参加の実現といった参加への働きかけを行い、心身機能、活動、参加とい

った生活機能にバランスよく働きかけるものである。なお、当該加算の

目的・趣旨に沿った目標設定や実施内容等の項目等については、別に通

知するところによるものとする。 

⒀・⒁ （略） ⑽・⑾ （略） 

⒂ 看取り連携体制加算について 

① 看取り連携体制加算は、事業所の看取り期の利用者に対するサービ

スを提供する体制をＰＤＣＡサイクルにより構築かつ強化していくこ

ととし、利用者等告示第 20 号の２に定める基準に適合する利用者が死

亡した場合に、死亡日を含めて 30 日以内のうち７日を上限として、短

期入所生活介護事業所において行った看取り期における取組を評価す

るものである。 

  また、死亡前に医療機関へ入院した後、入院先で死亡した場合でも

算定可能であるが、その際には、当該短期入所生活介護事業所におい

てサービスを直接提供していない入院した日の翌日から死亡日までの

間は、算定することができない。（したがって、入院した日の翌日から

死亡日までの期間が 30 日以上あった場合には、看取り連携体制加算を

算定することはできない。） 

② 「24 時間連絡できる体制」とは、事業所内で勤務することを要する

ものではなく、夜間においても短期入所生活介護事業所から連絡でき、

必要な場合には短期入所生活介護事業所からの緊急の呼び出しに応じ

て出勤する体制をいうものである。 

③ 管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による

協議の上、「看取り期における対応方針」が定められていることが必要

であり、同対応方針においては、例えば、次に掲げる事項を含むことと

する。 

ア 当該事業所における看取り期における対応方針に関する考え方 

イ 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時の対応を含む。） 

ウ 利用者等との話し合いにおける同意、意思確認及び情報提供の方

法 

エ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書等の様式 

オ その他職員の具体的対応等 

（新設） 

55



10 
 

④ 看取り期の利用者に対するケアカンファレンス、看取り期における

対応の実践を振り返る等により、看取り期における対応方針の内容そ

の他看取り期におけるサービス提供体制について、適宜見直しを行う。 

⑤ 看取り期の利用者に対するサービス提供においては、次に掲げる事

項を介護記録等に記録し、多職種連携のための情報共有を行うこと。 

ア 利用者の身体状況の変化及びこれに対する介護についての記録 

イ 看取り期におけるサービス提供の各プロセスにおいて利用者及び

家族等の意向を把握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過

の記録 

⑥ 利用者の看取りに関する理解を支援するため、利用者の状態又は家

族の求め等に応じ随時、介護記録等その他の利用者に関する記録の開

示又は当該記録の写しの提供を行う際には、適宜、利用者等に理解し

やすい資料を作成し、代替することは差し支えない。 

⑦ 短期入所生活介護事業所等から医療機関へ入院した月と死亡した月

が異なる場合でも算定可能であるが、看取り連携体制は死亡月にまと

めて算定することから、利用者側にとっては、短期入所生活介護を終

了した翌月についても自己負担を請求されることになるため、利用者

が入院する際、入院した月の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取

り連携体制加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明

し、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

⑧ 短期入所生活介護事業所は、入院の後も、継続して利用者の家族や

入院先の医療機関等との継続的な関わりを持つことが必要である。 

  なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機

関等に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対し

て本人の状態を伝えることについて、入院の際、本人又は家族等に対

して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

⑨ 本人又はその家族等に対する随時の説明に係る同意については、口

頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載する

とともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。 

  また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族等に連絡し

ても来てもらえないような場合も、医師、看護職員、介護職員等が利用

者の状態等に応じて随時、看取り期における利用者に対する介護の内

容について相談し、共同して介護を行っており、家族等に対する情報

提供を行っている場合には、看取り連携体制加算の算定は可能である。 
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  この場合には、適切な看取り期における取組が行われていることが

担保されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載すると

ともに、本人の状態や、家族等に対する連絡状況等について記載して

おくことが必要である。 

  なお、家族等が利用者の看取りについてともに考えることは極めて

重要であり、事業所は、定期的に連絡を取ることにより、可能な限り家

族等の意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。 

⑩ 短期入所生活介護事業所において看取りを行う際には、個室又は静

養室を利用するなど、プライバシーの確保及び家族等への配慮につい

て十分留意することが必要である。 

⑪ 看取り期の利用者に対するサービス提供に当たっては、厚生労働省

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイド

ライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が

実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族等と必要な情報

の共有等に努めること。 

⒃ 夜勤職員配置加算について 

①～③ （略） 

④ 夜勤職員基準第１号ハの⑴㈡及び⑵㈡ただし書に規定する見守り機

器（利用者がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感

知できるセンサーであり、当該センサーから得られた情報を外部通信

機能により職員に通報できる利用者の見守りに資する機器をいう。以

下同じ。）を使用する場合における基準については、以下のとおり取り

扱うこととする。 

イ 必要となる夜勤職員の数が 0.9 を加えた数以上である場合におい

ては、次の要件を満たすこと。 

ａ （略） 

ｂ 「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担

軽減に資する方策を検討するための委員会（以下この号において

「委員会」という。）」は、３月に１回以上行うこと。委員会は、テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療

情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守するこ

と。 

⑿ 夜勤職員配置加算について 

①～③ （略） 

④ 夜勤職員基準第１号ハの⑴㈡及び⑵㈡ただし書に規定する見守り機

器（利用者がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感

知できるセンサーであり、当該センサーから得られた情報を外部通信

機能により職員に通報できる利用者の見守りに資する機器をいう。以

下同じ。）を使用する場合における基準については、以下のとおり取り

扱うこととする。 

イ 必要となる夜勤職員の数が 0.9 を加えた数以上である場合におい

ては、次の要件を満たすこと。 

ａ （略） 

ｂ 「見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会」は、３月

に１回以上行うこと。「見守り機器を安全かつ有効に活用するため

の委員会」は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ

イン」等を遵守すること。 
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ロ 必要となる夜勤職員の数が 0.6 を加えた数以上である場合（夜勤

職員基準第１号ロの⑴㈠ｆの規定に該当する場合は 0.8 を加えた数

以上である場合）においては、次の要件を満たすこと。 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 委員会は３月に１回以上行うこと。委員会は、テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保

護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の

適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

また、委員会には、管理者だけでなく実際に夜勤を行う職員を

含む幅広い職種やユニットリーダー等の役割の者が参画するもの

とし、実際に夜勤を行う職員の意見を尊重するよう努めることと

する。 

 

 

ｄ～ｆ （略） 

ｇ 見守り機器等の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知、

その事例を通じた再発防止策の実習等を含む職員研修を定期的に

行うこと。 

この場合の要件で夜勤職員配置加算を取得する場合において

は、３月以上の試行期間を設けることとする。利用者の安全及び

ケアの質の確保を前提にしつつ、試行期間中から委員会を設置し、

当該委員会において、見守り機器等の使用後の人員体制とその際

の夜勤にあたる職員の負担のバランスに配慮しながら、見守り機

器等の使用にあたり必要な人員体制等を検討し、安全体制及びケ

アの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上

で、「テクノロジーの活用」に係る届出をすること。なお、試行期

間中においては、通常の夜勤職員配置加算の要件を満たすことと

する。 

届出にあたり、都道府県等が当該委員会における検討状況を確

認できるよう、当該委員会の議事概要を提出すること。また、介護

事業所のテクノロジー活用に関して、厚生労働省が行うケアの質

や職員の負担への影響に関する調査・検証等への協力に努めるこ

と。 

ロ 必要となる夜勤職員の数が 0.6 を加えた数以上である場合（夜勤

職員基準第１号ロの⑴㈠ｆの規定に該当する場合は 0.8 を加えた数

以上である場合）においては、次の要件を満たすこと。 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 「見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会」（以下

「見守り機器等活用委員会」という。）は３月に１回以上行うこと。

「見守り機器等活用委員会」は、テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労

働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に

関するガイドライン」等を遵守すること。 

また、見守り機器等活用委員会には、管理者だけでなく実際に

夜勤を行う職員を含む幅広い職種やユニットリーダー等の役割の

者が参画するものとし、実際に夜勤を行う職員の意見を尊重する

よう努めることとする。 

ｄ～ｆ （略） 

ｇ 見守り機器等の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知、

その事例を通じた再発防止策の実習等を含む職員研修を定期的に

行うこと。 

この場合の要件で夜勤職員配置加算を取得する場合において

は、３月以上の試行期間を設けることとする。利用者の安全及び

ケアの質の確保を前提にしつつ、試行期間中から見守り機器等活

用委員会を設置し、当該委員会において、見守り機器等の使用後

の人員体制とその際の夜勤にあたる職員の負担のバランスに配慮

しながら、見守り機器等の使用にあたり必要な人員体制等を検討

し、安全体制及びケアの質の確保、職員の負担軽減が図られてい

ることを確認した上で、「テクノロジーの活用」に係る届出をする

こと。なお、試行期間中においては、通常の夜勤職員配置加算の要

件を満たすこととする。 

届出にあたり、都道府県等が当該委員会における検討状況を確

認できるよう、当該委員会の議事概要を提出すること。また、介護

事業所のテクノロジー活用に関して、厚生労働省が行うケアの質

や職員の負担への影響に関する調査・検証等への協力に努めるこ

と。 
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⒄～⒆ （略） ⒀～⒂ （略） 

⒇ 口腔連携強化加算について 

① 口腔連携強化加算の算定に係る口腔の健康状態の評価は、利用者に

対する適切な口腔管理につなげる観点から、利用者ごとに行われるケ

アマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 口腔の健康状態の評価の実施に当たっては、必要に応じて、厚生労

働大臣が定める基準における歯科医療機関（以下｢連携歯科医療機関｣

という。）の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に口腔の

健康状態の評価の方法や在宅歯科医療の提供等について相談するこ

と。なお、連携歯科医療機関は複数でも差し支えない。 

③ 口腔の健康状態の評価をそれぞれ利用者について行い、評価した情

報を歯科医療機関及び当該利用者を担当する介護支援専門員に対し、

別紙様式 11 等により提供すること。 

④ 歯科医療機関への情報提供に当たっては、利用者又は家族等の意向

及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見等を踏まえ、連携歯

科医療機関・かかりつけ歯科医等のいずれか又は両方に情報提供を行

うこと。 

⑤ 口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。た

だし、ト及びチについては、利用者の状態に応じて確認可能な場合に

限って評価を行うこと。 

イ 開口の状態 

ロ 歯の汚れの有無 

ハ 舌の汚れの有無 

ニ 歯肉の腫れ、出血の有無 

ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態 

ヘ むせの有無 

ト ぶくぶくうがいの状態 

チ 食物のため込み、残留の有無 

⑥ 口腔の健康状態の評価を行うに当たっては、別途通知（｢リハビリテ

ーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について｣）

及び｢入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健

康状態の確認に関する基本的な考え方｣(令和６年３月日本歯科医学

会）等を参考にすること。 

⑦ 口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあること

（新設） 
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から、必要に応じて介護支援専門員を通じて主治医にも情報提供等の

適切な措置を講ずること。 

⑧ 口腔連携強化加算の算定を行う事業所については、サービス担当者

会議等を活用し決定することとし、原則として、当該事業所が当該加

算に基づく口腔の健康状態の評価を継続的に実施すること。 

(21)～(24) （略） ⒃～⒆ （略） 

(25) 生産性向上推進体制加算について  

生産性向上推進体制加算の内容については、別途通知（「生産性向上推

進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提

示について」）を参照すること。 

（新設） 

(26) （略） ⒇ （略） 

(27) 長期利用の適正化について 

短期入所生活介護における長期利用は施設と同様の利用形態となって

いることから、居宅に戻ることなく自費利用を挟み同一事業所を連続 60

日を超えて利用している者に対して短期入所生活介護を提供する場合に

は、連続 60 日を超えた日から短期入所生活介護費を介護福祉施設サービ

ス費と、ユニット型短期入所生活介護費をユニット型介護福祉施設サー

ビス費と同単位数とする。ただし、既に注 22 の規定による長期利用者に

対する減算後の単位数が、対応する介護福祉施設サービス費、ユニット

型介護福祉施設サービス費を下回る場合は、それ以上の単位数の減は行

わない。なお、同一事業所を長期間利用していることについては、居宅サ

ービス計画において確認することとなる。 

（新設） 

(28) （略） (21)（略） 

(29) 介護職員等処遇改善加算について 

介護職員等処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員等処

遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提

示について」）を参照すること。 

(22) 介護職員処遇改善加算について 

介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改

善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支

援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ

いて」）を参照すること。 

（削る） (23) 介護職員等特定処遇改善加算について 

介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員

処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアッ

プ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提

示について」）を参照すること。 

（削る） (24) 介護職員等ベースアップ等支援加算について 
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介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知（「介

護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベー

スアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式

例の提示について」）を参照すること。 

３ 短期入所療養介護費  ３ 短期入所療養介護費 

⑴ 介護老人保健施設における短期入所療養介護 

① 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定するための基準につい

て 

この場合の短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空きベッドを

利用して行われるものであることから、所定単位数の算定（職員の配

置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に係るも

のを除く。）・夜勤体制による所定単位数の減算及び認知症ケア加算に

ついては、介護老人保健施設の本体部分と常に一体的な取扱いが行わ

れるものであること。したがって、認知症ケア加算については、６の

⒃を、また、緊急時施設療養費については、６の(37)を準用すること。ま

た、注 17 により、施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出並び

に認知症ケア加算の届出については、本体施設である介護老人保健施

設について行われていれば、短期入所療養介護については行う必要が

ないこと。 

ただし、特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定した場合

は、認知症ケア加算について算定できない。 

また、平成 27 年度よりリハビリテーション機能強化加算を本体報酬

に包括化したことを踏まえ、以下の事項についてあわせて留意すべき

ものであること。 

イ～ヘ （略） 

② 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入

所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅲ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所

療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若

しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)を算

定する介護老人保健施設における短期入所療養介護について 

イ～ロ （略） 

ハ 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準

について 

ａ～ｆ （略） 

⑴ 介護老人保健施設における短期入所療養介護 

① 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定するための基準につい

て 

この場合の短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空きベッドを

利用して行われるものであることから、所定単位数の算定（職員の配

置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に係るも

のを除く。）・夜勤体制による所定単位数の減算及び認知症ケア加算に

ついては、介護老人保健施設の本体部分と常に一体的な取扱いが行わ

れるものであること。したがって、認知症ケア加算については、６の

⒀を、また、緊急時施設療養費については、６の(32)を準用すること。ま

た、注 14 により、施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出並び

に認知症ケア加算の届出については、本体施設である介護老人保健施

設について行われていれば、短期入所療養介護については行う必要が

ないこと。 

ただし、特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定した場合

は、認知症ケア加算について算定できない。 

また、平成 27 年度よりリハビリテーション機能強化加算を本体報酬

に包括化したことを踏まえ、以下の事項についてあわせて留意すべき

ものであること。 

イ～ヘ （略） 

② 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入

所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅲ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所

療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若

しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)を算

定する介護老人保健施設における短期入所療養介護について 

イ～ロ （略） 

ハ 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準

について 

ａ～ｆ （略） 
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別紙４ 

○ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年３月17日老計発第

0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号）（抄）  

 

1 

新 旧 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 電子情報処理組織による届出 

① ⑴の規定にかかわらず、届出は厚生労働省の使用に係る電子計算機

（入出力装置を含む。以下同じ。）と届出を行おうとする者の使用に係

る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用す

る方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労

働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録

されるもの（以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。）や電

子メールの利用等により行わせることができる。 

 

② ⑴の規定にかかわらず、届出のうち、指定介護予防サービス単位数

表において、電子情報処理組織を使用する方法によるとされた届出に

ついては、電子情報処理組織を使用する方法（やむを得ない事情によ

り当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メ

ールの利用その他の適切な方法）により行わせることとする。なお、都

道府県知事等が電子情報処理組織を使用する方法による届出の受理の

準備を完了するまでの間は、この限りでない。 

③ ①、②の電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出につ

いては、書面等により行われたものとみなして、本通知及びその他の

当該届出に関する通知の規定を適用する。 

④ 電子情報処理組織を使用する方法や電子メールの利用等により行わ

れた届出は、当該届出を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達した

ものとみなす。 

⑵ 電子情報処理組織による届出 

① ⑴の規定にかかわらず、届出は電子情報処理組織（届出が行われる

べき行政機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同

じ。）とその届出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。ただし、当該行政機関等の使用に

係る電子計算機と接続した際に当該行政機関等からプログラムが付与

される場合は、その付与されるプログラムを正常に稼働させられる機

能を備えているものに限る。以下同じ。）を使用する方法により行わせ

ることができる。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

② ①の電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出について

は、書面等により行われたものとみなして、本通知及びその他の当該

届出に関する通知の規定を適用する。 

③ 電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出は、当該届出

を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ

の記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。 

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略） 

⑹ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や介護予防支援事業

者に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされ

た場合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を

⑹ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や介護予防支援事業

者に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされ

た場合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を
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開始するものとすること。 

また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介

護については、届出に係る加算等については、届出が受理された日が属

する月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）か

ら算定を開始するものとすること。 

ただし、令和６年４月から算定を開始する加算等の届出については、

前記にかかわらず、介護予防居宅療養管理指導に係るもの、介護予防福

祉用具貸与及び介護予防支援に係るものについては、同年４月１日以前

に、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護に

係るものについては、同年４月１日までになされれば足りるものとする。 

 

介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬であるこ

とから、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合で

あっても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定

することとし、日割り計算は行わない。 

ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援

から要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事

業所を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支

援度が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単

位数を算定するものとする。 

開始するものとすること。 

また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介

護については、届出に係る加算等については、届出が受理された日が属

する月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）か

ら算定を開始するものとすること。 

ただし、令和３年４月から算定を開始する加算等の届出については、

前記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護予防居宅療養管理

指導に係るもの、介護予防福祉用具貸与及び介護予防支援に係るものに

ついては、同年４月１日以前に、介護予防短期入所サービス及び介護予

防特定施設入居者生活介護に係るものについては、同年４月１日までに

なされれば足りるものとする。 

介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬であるこ

とから、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合で

あっても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定

することとし、日割り計算は行わない。 

ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援

から要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事

業所を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支

援度が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単

位数を算定するものとする。なお、要支援２であった者が、介護予防訪問

介護費(Ⅲ)を算定していた場合であって、月途中に、要支援１に変更とな

った場合については、認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定するこ

ととする。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

第２ 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 第２ 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 

１ 通則 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 退所日等における介護予防サービス費の算定について 

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）について

は、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防

居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリテーション費は算定でき

ない。指定相当訪問型サービス等の福祉系サービスは別に算定できるが、

介護予防短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを

行えることから、退所（退院日）に指定相当通所型サービスを機械的に組

１ 通則 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 退所日等における介護予防サービス費の算定について 

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）について

は、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防

居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリテーション費は算定でき

ない。介護予防訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、介護

予防短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを行え

ることから、退所（退院日）に介護予防通所介護を機械的に組み込むとい
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み込むといった介護予防サービス計画は適正でない。 

また、入所（入院）前に指定相当通所型サービス又は介護予防通所リハ

ビリテーションを機械的に組み込むといった介護予防サービス計画は適

正ではない。 

 

⑷～⑹ （略） 

った介護予防サービス計画は適正でない。 

なお、入所（入院）当日であっても当該入所（入院）前に利用する介護

予防訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、入所（入院）前に介護

予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーションを機械的に組み込む

といった介護予防サービス計画は適正ではない。 

⑷～⑹ （略） 

⑺ 常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについて 

常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとお

りとすること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業

場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事

業者が自主的に講じる所定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び

治療のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられてい

る場合、30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤

の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱う

ことを可能とする。 

⑺ 常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについて 

常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとお

りとすること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のた

めの所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、

30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者

が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可

能とする。 

 

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められてい

る常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間

を基本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理

措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が

講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業

所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間

数を 30 時間として取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者

が労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性

健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、

同条第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関す

る制度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限

る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じ

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められてい

る常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間

を基本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理

措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じら

れている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所とし

て整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30

時間として取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者

が労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性

健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、

同条第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関す

る制度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限

る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じ

64



4 
 

て講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該要件において

求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数

に換算することにより、当該要件を満たすことが可能であることとす

る。 

て講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該要件において

求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数

に換算することにより、当該要件を満たすことが可能であることとす

る。 

⑻ （略） ⑻ （略） 

⑼ 令和６年４月から５月までの取扱い 

① 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を

改正する告示（令和６年厚生労働省告示第86号）において、介護予防

訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防居宅療養

管理指導費及び介護予防通所リハビリテーション費（以下「介護予防

訪問看護費等」という。）に係る改正は令和６年６月施行となってい

るところ、令和６年４月から５月までの間の介護予防訪問看護費等の

算定は、「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部

分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制

定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」（令和

６年３月15日老高発0315001老認発0315001老健発0315001）による改

正前の本通知に基づき実施するものとする。 

② 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を

改正する告示（令和６年厚生労働省告示第86号）において、介護職員

処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースア

ップ等支援加算（以下「処遇改善３加算」）の一本化は令和６年６月

施行となっているところ、令和６年４月から５月までの間の処遇改善

３加算の内容については、別途通知（「介護職員等処遇改善加算等に

関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て」）を参照すること。 

（新設） 

２ 介護予防訪問入浴介護費 

⑴ （略） 

２ 介護予防訪問入浴介護費 

⑴ （略） 

⑵ 高齢者虐待防止措置未実施減算について 

高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐

待が発生した場合ではなく、指定介護予防サービス基準第 53 条の 10 の

２に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位

数から減算することとなる。具体的には、高齢者虐待防止のための対策

を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための

（新設） 
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介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑿を参照のこと。 

⒂ （略） ⒃ （略） 

７ 介護予防短期入所生活介護 

⑴・⑵ （略） 

７ 介護予防短期入所生活介護 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 併設事業所について 

① （略） 

② 併設事業所における所定単位数の算定（職員の配置数の算定）並び

に人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算について

は、本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、 

イ 指定介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む。以

下⑶、⑾及び⒅において同じ。）の併設事業所の場合は、指定介護老

人福祉施設の入所者数と介護予防短期入所生活介護の利用者数を合

算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護

職員の配置数を算定すること。介護予防短期入所生活介護事業者が

短期入所生活介護事業者の指定の区分を明確化して指定を受けてい

る場合は、それぞれの施設の利用者数を合算して算定する。 

併せて指定を受けている場合にあっては、介護予防短期入所生活

介護事業及び短期入所生活介護事業の利用者数を算定する。 

例えば、前年度の平均入所者数 70 人の指定介護老人福祉施設に前

年度の平均利用者数 20 人の介護予防短期入所生活介護事業所（短期

入所生活介護事業を併せて指定されている場合。以下この②におい

て同じ。）が併設されている場合は、併設型介護予防短期入所生活介

護費(Ⅰ)（３：１の人員配置に対応するもの）を算定するために必要な

介護職員又は看護職員は合計で 30 人であり、必要な夜勤を行う職員

の数は４人であること。 

なお、ユニット型同士が併設する場合は、指定介護老人福祉施設

のユニット数と介護予防短期入所生活介護事業所のユニット数を合

算した上で、夜勤職員の配置数を算定すること。例えば、３ユニット

の指定介護老人福祉施設に、１ユニットの介護予防短期入所生活介

護事業所が併設されている場合は、２のユニットごとに夜勤職員を

１人以上配置することが必要であることから、必要な夜勤職員数は

２人であること。 

また、ユニット型とユニット型以外が併設されている場合は、利

用者の処遇に支障がなく（災害が起こった際にも利用者の安全が確

⑶ 併設事業所について 

① （略） 

② 併設事業所における所定単位数の算定（職員の配置数の算定）並び

に人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算について

は、本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、 

イ 指定介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む。以

下⑶、⑻及び⒁において同じ。）の併設事業所の場合は、指定介護老

人福祉施設の入所者数と介護予防短期入所生活介護の利用者数を合

算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護

職員の配置数を算定すること。介護予防短期入所生活介護事業者が

短期入所生活介護事業者の指定の区分を明確化して指定を受けてい

る場合は、それぞれの施設の利用者数を合算して算定する。 

併せて指定を受けている場合にあっては、介護予防短期入所生活

介護事業及び短期入所生活介護事業の利用者数を算定する。 

例えば、前年度の平均入所者数 70 人の指定介護老人福祉施設に前

年度の平均利用者数 20 人の介護予防短期入所生活介護事業所（短期

入所生活介護事業を併せて指定されている場合。以下この②におい

て同じ。）が併設されている場合は、併設型介護予防短期入所生活介

護費(Ⅰ)（３：１の人員配置に対応するもの）を算定するために必要な

介護職員又は看護職員は合計で 30 人であり、必要な夜勤を行う職員

の数は４人であること。 

なお、ユニット型同士が併設する場合は、指定介護老人福祉施設

のユニット数と介護予防短期入所生活介護事業所のユニット数を合

算した上で、夜勤職員の配置数を算定すること。例えば、３ユニット

の指定介護老人福祉施設に、１ユニットの介護予防短期入所生活介

護事業所が併設されている場合は、２のユニットごとに夜勤職員を

１人以上配置することが必要であることから、必要な夜勤職員数は

２人であること。 

また、ユニット型とユニット型以外が併設されている場合は、利

用者の処遇に支障がなく（災害が起こった際にも利用者の安全が確
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保できる等）、夜勤職員１人あたりの指定介護老人福祉施設の入所者

数と介護予防短期入所生活介護事業所の利用者数の合計が20人以下

である場合には、指定介護老人福祉施設と介護予防短期入所生活介

護事業所の夜勤職員の兼務が認められるものであること。例えば、

３ユニットで入居者数 29 人のユニット型指定介護老人福祉施設に、

利用者数３人の多床室の介護予防短期入所生活介護事業所が併設さ

れている場合は、必要な夜勤職員数は２人であること。 

ロ （略） 

② （略） 

保できる等）、夜勤職員１人あたりの指定介護老人福祉施設の入所者

数と介護予防短期入所生活介護事業所の利用者数の合計が 20 人以

下である場合には、指定介護老人福祉施設と介護予防短期入所生活

介護事業所の夜勤職員の兼務が認められるものであること。例えば、

３ユニットで入居者数 29 人のユニット型指定介護老人福祉施設に、

利用者数３人の多床室の介護予防短期入所生活介護事業所が併設さ

れている場合は、必要な夜勤職員数は２人であること。 

ロ （略） 

② （略） 

⑷ 特別養護老人ホームの空床利用について 

① （略） 

② 注 15 により、施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出は、本体

施設である特別養護老人ホームについて行われていれば、介護予防短

期入所生活介護については行う必要がないこと。 

⑷ 特別養護老人ホームの空床利用について 

① （略） 

② 注 12 により、施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出は、本体

施設である特別養護老人ホームについて行われていれば、介護予防短

期入所生活介護については行う必要がないこと。 

⑸ （略） ⑸ （略） 

⑹ 生活機能向上連携加算について 

① 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、指定介護予防訪問リハビリテーショ

ン事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビ

リテーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可

病床数が 200 床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメ

ートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下この⑹において

同じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この

⑹において「理学療法士等」という。）の助言に基づき、当該指定介

護予防短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護

職員、生活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」とい

う。）が共同してアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個

別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、

機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関

する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」

とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っ

ている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療

院であること。 

⑹ 生活機能向上連携加算について 

① 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、指定介護予防訪問リハビリテーショ

ン事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビ

リテーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可

病床数が 200 床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメ

ートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下この⑹において

同じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この

⑹において「理学療法士等」という。）の助言に基づき、当該指定介

護予防短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護

職員、生活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」とい

う。）が共同してアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個

別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、

機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関

する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」

とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っ

ている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療

施設若しくは介護医療院であること。 
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ロ～ト （略） ロ～ト （略） 

② 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、指定介護予防訪問リハビリテーショ

ン事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビ

リテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該

指定介護予防短期入所生活介護事業所を訪問し、当該事業所の機能

訓練指導員等と共同して、利用者の身体の状況等の評価及び個別機

能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機

能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関す

る助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」

とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っ

ている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療

院であること。 

ロ・ハ （略） 

② 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、指定介護予防訪問リハビリテーショ

ン事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビ

リテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該

指定介護予防短期入所生活介護事業所を訪問し、当該事業所の機能

訓練指導員等と共同して、利用者の身体の状況等の評価及び個別機

能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機

能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関す

る助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」

とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っ

ている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療

施設若しくは介護医療院であること。 

ロ・ハ （略） 

⑺ （略） ⑺ （略） 

⑻ 身体拘束廃止未実施減算について 

身体拘束廃止未実施減算については、事業所において身体的拘束等が

行われていた場合ではなく、指定介護予防サービス基準第 136 条第２項

の記録（同条第１項に規定する身体的拘束等を行う場合の記録）を行っ

ていない場合及び同条第３項に規定する措置を講じていない場合に、利

用者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、記

録を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員

会を３月に１回以上開催していない、身体的拘束等の適正化のための指

針を整備していない又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を

実施していない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に

提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を

都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認

められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算

することとする。 

（新設） 

⑼ 高齢者虐待防止措置未実施減算について 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑵を参照されたい。 

（新設） 

⑽ 業務継続計画未策定減算について 

介護予防通所リハビリテーションと同様であるので、６⑶を参照され

（新設） 
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たい。 

⑾ 機能訓練指導員の加算について 

注９の機能訓練指導員に係る加算については、専ら当該業務に従事す

る常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であることから、

併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者については、

たとえ常勤の職員であったとしても加算の算定要件は満たさないことに

留意すること。ただし、利用者数（指定介護老人福祉施設に併設される介

護予防短期入所生活介護事業所又は空床利用型の介護予防短期入所生活

介護事業所においてはその本体施設の入所者数を含む。）が 100 人を超え

る場合であって、別に専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が

配置されているときは、その他の機能訓練指導員については、「常勤換算

方法で利用者の数を 100 で除した数以上」という基準を満たす限りにお

いて、併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務して差し支えない

こと。例えば、入所者数 100 人の指定介護老人福祉施設に併設される利

用者数 20 人の介護予防短期入所生活介護事業所において、２人の常勤の

機能訓練指導員がいて、そのうちの１人が指定介護老人福祉施設及び介

護予防短期入所生活介護事業所の常勤専従の機能訓練指導員である場合

にあっては、もう１人の機能訓練指導員は、勤務時間の５分の１だけ指

定介護老人福祉施設及び介護予防短期入所生活介護事業所の機能訓練指

導員の業務に従事し、その他の時間は併設の通所介護事業所の機能訓練

指導員の業務に従事するときは、介護予防通所介護、介護予防短期入所

生活介護及び介護福祉施設サービスの機能訓練指導員に係る加算の全て

が算定可能となる。 

⑻ 機能訓練指導員の加算について 

注６の機能訓練指導員に係る加算については、専ら当該業務に従事す

る常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であることから、

併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者については、

たとえ常勤の職員であったとしても加算の算定要件は満たさないことに

留意すること。ただし、利用者数（指定介護老人福祉施設に併設される介

護予防短期入所生活介護事業所又は空床利用型の介護予防短期入所生活

介護事業所においてはその本体施設の入所者数を含む。）が 100 人を超え

る場合であって、別に専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が

配置されているときは、その他の機能訓練指導員については、「常勤換算

方法で利用者の数を 100 で除した数以上」という基準を満たす限りにお

いて、併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務して差し支えない

こと。例えば、入所者数 100 人の指定介護老人福祉施設に併設される利

用者数 20 人の介護予防短期入所生活介護事業所において、２人の常勤の

機能訓練指導員がいて、そのうちの１人が指定介護老人福祉施設及び介

護予防短期入所生活介護事業所の常勤専従の機能訓練指導員である場合

にあっては、もう１人の機能訓練指導員は、勤務時間の５分の１だけ指

定介護老人福祉施設及び介護予防短期入所生活介護事業所の機能訓練指

導員の業務に従事し、その他の時間は併設の通所介護事業所の機能訓練

指導員の業務に従事するときは、介護予防通所介護、介護予防短期入所

生活介護及び介護福祉施設サービスの機能訓練指導員に係る加算の全て

が算定可能となる。 

⑿ 個別機能訓練加算について 

① 個別機能訓練加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職

員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり

師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看

護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能

訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験

を有する者に限る。）（以下⑿において「理学療法士等」という。）が個

別機能訓練計画に基づき、介護予防短期入所生活介護事業所を計画的

又は期間を定めて利用する者に対して、計画的に行った機能訓練（以

下「個別機能訓練」という。）について算定する。 

②～⑧ （略） 

⑼ 個別機能訓練加算について 

① 個別機能訓練加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職

員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり

師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看

護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能

訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験

を有する者に限る。）（以下⑼において「理学療法士等」という。）が個

別機能訓練計画に基づき、介護予防短期入所生活介護事業所を計画的

又は期間を定めて利用する者に対して、計画的に行った機能訓練（以

下「個別機能訓練」という。）について算定する。 

②～⑧ （略） 
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⑨ 注９の機能訓練指導員の加算を算定している場合であっても、別途

個別機能訓練加算に係る訓練を実施した場合は、同一日であっても個

別機能訓練加算を算定できるが、この場合にあっては、注９の機能訓

練指導員の加算に係る常勤専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練加

算に係る機能訓練指導員として従事することはできず、別に個別機能

訓練加算に係る機能訓練指導員の配置が必要である。また、個別機能

訓練加算は、心身機能への働きかけだけでなく、ＡＤＬ（食事、排泄、

入浴等）やＩＡＤＬ（調理、洗濯、掃除等）などの活動への働きかけや、

役割の創出や社会参加の実現といった参加への働きかけを行い、心身

機能、活動、参加といった生活機能にバランスよく働きかけるもので

ある。なお、当該加算の目的・趣旨に沿った目標設定や実施内容等の項

目等については、別に通知するところによるものとする。 

⑨ 注６の機能訓練指導員の加算を算定している場合であっても、別途

個別機能訓練加算に係る訓練を実施した場合は、同一日であっても個

別機能訓練加算を算定できるが、この場合にあっては、注９の機能訓

練指導員の加算に係る常勤専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練加

算に係る機能訓練指導員として従事することはできず、別に個別機能

訓練加算に係る機能訓練指導員の配置が必要である。また、個別機能

訓練加算は、心身機能への働きかけだけでなく、ＡＤＬ（食事、排泄、

入浴等）やＩＡＤＬ（調理、洗濯、掃除等）などの活動への働きかけ

や、役割の創出や社会参加の実現といった参加への働きかけを行い、

心身機能、活動、参加といった生活機能にバランスよく働きかけるも

のである。なお、当該加算の目的・趣旨に沿った目標設定や実施内容等

の項目等については、別に通知するところによるものとする。 

⒀～⒂ （略） ⑽～⑿ （略） 

⒃ 口腔連携強化加算について 

介護予防訪問看護と同様であるので、３(26)を参照されたい。 

（新設） 

⒄・⒅ （略） ⒀・⒁ （略） 

⒆ 生産性向上推進体制加算について  

生産性向上推進体制加算の内容については、別途通知（「生産性向上推

進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提

示について」）を参照すること。 

（新設） 

⒇ サービス提供体制強化加算について 
① ２⑾④から⑧までを参照のこと。なお、この場合の介護職員に係る

常勤換算にあっては、利用者・入所者への介護業務（計画作成等介護を

行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらな

い業務を除く。）に従事している時間について行っても差し支えない。 

② （略） 

⒂ サービス提供体制強化加算について 
① ２⑼④から⑧までを参照のこと。なお、この場合の介護職員に係る

常勤換算にあっては、利用者・入所者への介護業務（計画作成等介護を

行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらな

い業務を除く。）に従事している時間について行っても差し支えない。 

② （略） 

(21) 介護職員等処遇改善加算について 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑿を参照のこと。 

⒃ 介護職員処遇改善加算について 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑽を参照のこと。 

（削る） ⒄ 介護職員等特定処遇改善加算について 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑾を参照のこと。 

（削る） ⒅ 介護職員等ベースアップ等支援加算について 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑿を参照のこと。 

(22) 長期利用の適正化について 

介護予防短期入所生活介護における長期利用は施設と同様の利用形態

（新設） 
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となっていることから、居宅に戻ることなく自費利用を挟み同一事業所

を連続 30 日を超えて利用している者に対して介護予防短期入所生活介

護を提供する場合には、連続 30 日を超えた日から介護予防短期入所生活

介護費を、要支援１については介護福祉施設サービス費の要介護１の 100

分の 75 に相当する単位数に、要支援２については介護福祉施設サービス

費の要介護 1 の 100 分の 93 に相当する単位数を算定する。（ユニット型

については、ユニット型介護福祉施設サービス費について同様の計算に

基づき算定を行う。）なお、同一事業所を長期間利用していることについ

ては、居宅サービス計画において確認することとなる。 

８ 介護予防短期入所療養介護 

⑴ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護 

① 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費を算定するための基

準について 

この場合の介護予防短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空き

ベッドを利用して行われるものであることから、所定単位数の算定（職

員の配置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に

係るものを除く。）・夜勤体制による所定単位数の減算及び認知症ケア

加算については、介護老人保健施設の本体部分と常に一体的な取扱い

が行われるものであること。したがって、緊急時施設療養費について

は、40 号通知の６の(37)を準用すること。また、注 13 により、施設基準

及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出については、本体施設である介

護老人保健施設について行われていれば、介護予防短期入所療養介護

については行う必要がないこと。 

また、平成 27 年度よりリハビリテーション機能強化加算を本体報酬

に包括化したことを踏まえ、以下の事項についてもあわせて留意すべ

きものであること。 

イ～ヘ （略） 

②～⑥ （略） 

８ 介護予防短期入所療養介護 

⑴ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護 

① 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費を算定するための基

準について 

この場合の介護予防短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空き

ベッドを利用して行われるものであることから、所定単位数の算定（職

員の配置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に

係るものを除く。）・夜勤体制による所定単位数の減算及び認知症ケア

加算については、介護老人保健施設の本体部分と常に一体的な取扱い

が行われるものであること。したがって、緊急時施設療養費について

は、40 号通知の６の(32)を準用すること。また、注 10 により、施設基準

及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出については、本体施設である介

護老人保健施設について行われていれば、介護予防短期入所療養介護

については行う必要がないこと。 

また、平成 27 年度よりリハビリテーション機能強化加算を本体報酬

に包括化したことを踏まえ、以下の事項についてもあわせて留意すべ

きものであること。 

イ～ヘ （略） 

②～⑥ （略） 

⑵ （略） ⑵ （略） 

⑶ 総合医学管理加算 

① 本加算は、居宅要支援者に対して、介護予防サービス計画を担当す

る介護予防支援事業所の介護支援専門員と連携し、利用者又は家族の

同意の上、治療管理を目的として、指定介護予防短期入所療養介護事

業所により介護予防短期入所療養介護が行われた場合に 10 日を限度

⑶ 総合医学管理加算 

① 本加算は、介護予防サービス計画において当該日に短期入所を利用

することが計画されていない居宅要支援者に対して、介護予防サービ

ス計画を担当する介護予防支援事業所の介護支援専門員と連携し、利

用者又は家族の同意の上、治療管理を目的として、指定介護予防短期
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：令和６年４月改定箇所

Ⅰ　指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　訪問介護費

　２　訪問入浴介護費

　３　訪問看護費

　４　訪問リハビリテーション費

　５　居宅療養管理指導費

　６　通所介護費

　７　通所リハビリテーション費

　８　短期入所生活介護費

　９　短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における短期入所療養介護費

　　　ニ　（削除）

　　　ホ　介護医療院における短期入所療養介護費

　１０　特定施設入居者生活介護費

　１１　福祉用具貸与費

Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　居宅介護支援費

Ⅲ　指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造

　１　介護福祉施設サービス

　２　介護保健施設サービス

　３　（削除）

　４　介護医療院サービス

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

介　護　サ　ー　ビ　ス

社保審－介護給付費分科会
第239回（R6.1.22） 参考資料２－１
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８　短期入所生活介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

連続61日以
上短期入所
生活介護を
行った場合

夜勤を行う職
員の勤務条
件基準を満た
さない場合

利用者の数
及び入所者の
数の合計数が
入所定員を
超える場合

又
は

介護・看護職
員の員数が基
準に満たない
場合

常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケ
アにおける体
制が未整備で
ある場合

身体拘束廃
止未実施減
算

高齢者虐待
防止措置未
実施減算

業務継続計
画未策定減
算

共生型短期
入所生活介
護を行う場合

生活相談員
配置等加算

生活機能向
上連携加算
（Ⅰ）

生活機能向
上連携加算
（Ⅱ）

専従の機能
訓練指導員
を配置してい
る場合

個別機能訓
練加算

看護体制加
算（Ⅰ）

看護体制加
算（Ⅱ）

看護体制加
算（Ⅲ）

看護体制加
算（Ⅳ）

医療連携強
化加算

看取り連携体
制加算

夜勤職員配
置加算（Ⅰ）・
（Ⅱ）

夜勤職員配
置加算（Ⅲ）・
（Ⅳ）

認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

若年性認知
症利用者受
入加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

緊急短期入
所受入加算

長期利用者
に対して短期
入所生活介
護を提供する
場合

※連続61日
以上短期入
所生活介護
を行った場合
には算定しな

要介護１ （ 645 単位） ５８９単位

要介護２ （ 715 単位） ６５９単位

要介護３ （ 787 単位） ７３２単位

要介護４ （ 856 単位） ８０2単位

要介護５ （ 926 単位） ８７１単位

要介護１ （ 645 単位） ５８９単位

要介護２ （ 715 単位） ６５９単位

要介護３ （ 787 単位） ７３２単位

要介護４ （ 856 単位） ８０２単位

要介護５ （ 926 単位） ８７１単位

要介護１ （ 603 単位） ５７３単位

要介護２ （ 672 単位） ６４２単位

要介護３ （ 745 単位） ７１５単位

要介護４ （ 815 単位） ７８５単位

要介護５ （ 884 単位） ８５４単位

要介護１ （ 603 単位） ５７３単位

要介護２ （ 672 単位） ６４２単位

要介護３ （ 745 単位） ７１５単位

要介護４ （ 815 単位） ７８５単位

要介護５ （ 884 単位） ８５４単位

要介護１ （ 746 単位） ６７０単位

要介護２ （ 815 単位） ７４０単位

要介護３ （ 891 単位） ８１５単位

要介護４ （ 959 単位） ８８６単位

要介護５ （ 1,028 単位） ９５５単位

要介護１ （ 746 単位） ６７０単位

要介護２ （ 815 単位） ７4０単位

要介護３ （ 891 単位） ８１５単位

要介護４ （ 959 単位） ８８６単位

要介護５ （ 1,028 単位） ９５５単位

要介護１ （ 704 単位） ６７０単位

要介護２ （ 772 単位） ７4０単位

要介護３ （ 847 単位） ８１５単位

要介護４ （ 918 単位） ８８６単位

要介護５ （ 987 単位） ９５５単位

要介護１ （ 704 単位） ６７０単位

要介護２ （ 772 単位） ７4０単位

要介護３ （ 847 単位） ８１５単位

要介護４ （ 918 単位） ８８６単位

要介護５ （ 987 単位） ９５５単位

　：　「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和７年３月３１日までの間適用しない。

※　介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和６年５月３１日まで算定可能。

※　身体拘束廃止未実施減算については令和７年４月１日から適用する。

－1/100

リ　介護職員処遇
　　改善加算

注
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数
の合計

（1月につき　＋所定単位×８３/1000）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×６０/1000）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（２）　生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

（二）　単独型短期入所
　　　　生活介護費（Ⅱ）
　　　　<多床室>

（一）　併設型短期入所
　　　　生活介護費（Ⅰ）
　　　　<従来型個室>

１日につき
＋５８単位

（１月につき　１０単位を加算）

（１日につき　６単位を加算）

（一）　単独型短期入所
　　　　生活介護費（Ⅰ）
　　　　<従来型個室>

×９７／１００

１日につき

利用定員29
人以下

＋２３単位

利用定員30
人以上50人

以下
＋１３単位

１日につき
＋５６単位

１日につき
＋４単位

（1月につき　＋所定単位×３３/1000）

ハ　口腔連携強化加算

（１回につき　５０単位を加算（１月に１回を限度））

（２）　併設型短期
　　　　入所生活介護費

１日につき
ー３０単位

１日につき
＋２００単位
（７日間を限

度）

１月につき
＋１００単位
（３月に１回を

限度）

１月につき
＋２００単位
※ただし、個
別機能訓練
加算を算定し
ている場合
は、１月につ

き
＋１００単位

１日につき
＋１２単位

１日につき
＋１５単位

死亡日及び
死亡日以前
30日以下に
限り１日につ

き
＋６４単位

１日につき
＋１２０単位

１日につき
＋１８単位

ニ　療養食加算

基本部分

注 注 注

ロ　ユニット型短期
　　入所生活介護費
　　（1日につき）

注

１日につき
＋９０単位

（７日（やむを
得ない事情が
ある場合は１
４日）を限度）

１日につき
＋２０単位

（１）　単独型短期
　　　　入所生活介護費

片道につき
＋１８４単位

１日につき
＋１３単位

１日につき
＋８単位

×７０／１００

（１）　単独型ユニット
　　　　型短期入所生活
　　　　介護費

（一）　単独型ユニット型
　　　　短期入所生活
　　　　介護費
　　　　<ユニット型個室
>

１日につき

利用定員29
人以下

＋１２単位

利用定員30
人以上50人

以下
＋６単位

ル　介護職員等
　ベースアップ等
　支援加算

（１月につき　＋所定単位×１６／1000）

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

×９７／１００

１日につき
＋１３単位

（二)　併設型短期入所
　　　　生活介護費（Ⅱ）
　　　　<多床室>

－1/100 －1/100

（二）　経過的併設型
　　　　ユニット型
　　　　短期入所生活
　　　　介護費
　　　　<ユニット型個室
　　　　的多床室>

指定短期入
所事業所が
行う場合

×９２/１００

×７０／１００

（二）　経過的単独型
　　　　ユニット型
　　　　短期入所生活
　　　　介護費
　　　　<ユニット型個室
　　　　的多床室>

（２）　併設型ユニット
　　　　型短期入所生活
　　　　介護費

（一）　併設型ユニット型
　　　　短期入所生活
　　　　介護費
　　　　<ユニット型個室
>

ホ　在宅中重度者
　　受入加算

（１）　看護体制加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）を算定している場合

（１日につき　421単位を加算）

（２）　看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）を算定している場合

（１日につき　417単位を加算）

イ　短期入所生活
　　介護費
　　（1日につき）

ヘ　認知症専門ケア
　　加算

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（１日につき　３単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（１日につき　４単位を加算）

（1回につき　８単位を加算（１日に３回を限度））

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　２２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　１８単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（３）　（１）（２）いずれの看護体制加算も算定している場合

（１日につき　413単位を加算）

（４）　看護体制加算を算定していない場合

（１日につき　425単位を加算）

（１月につき　１００単位を加算）

注
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数
の合計

注
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数
の合計

ト　生産性向上推進体
制加算

（１）　生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

ヌ　介護職員等特定
　　処遇改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×２７/1000）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×２３/1000）

チ　サービス提供
　　体制強化加算

介護　9
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：令和６年４月改定箇所

Ⅰ　指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防訪問入浴介護費

　２　介護予防訪問看護費

　３　介護予防訪問リハビリテーション費

　４　介護予防居宅療養管理指導費

　５　介護予防通所リハビリテーション費

　６　介護予防短期入所生活介護費

　７　介護予防短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における介護予防短期入所療養介護費

　　　ニ　（削除）

　　　ホ　介護医療院における介護予防短期入所療養介護費

　８　介護予防特定施設入居者生活介護費

　９　介護予防福祉用具貸与費

Ⅱ　指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　介護予防支援費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

介　護　予　防　サ　ー　ビ　ス
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６　介護予防短期入所生活介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

連続31日
以上介護予
防短期入所
生活介護を
行った場合

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所定員を超え
る場合

又
は

介護・看護職
員の員数が基
準に満たない
場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにおけ
る体制が未整
備である場合

身体拘束廃
止未実施減
算

高齢者虐待
防止措置未
実施減算

業務継続計
画未策定減
算

共生型介護予
防短期入所生
活介護を行う場
合

生活相談員配
置等加算

生活機能向上
連携加算（Ⅰ）

生活機能向上
連携加算（Ⅱ）

機能訓練体
制加算

個別機能訓
練加算

認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

若年性認知
症利用者受
入加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要支援１ （ 479 単位） ４４２単位

要支援２ （ 596 単位） ５４８単位

要支援１ （ 479 単位） ４４２単位

要支援２ （ 596 単位） ５４８単位

要支援１ （ 451 単位） ４４２単位

要支援２ （ 561 単位） ５４８単位

要支援１ （ 451 単位） ４４２単位

要支援２ （ 561 単位） ５４８単位

要支援１ （ 561 単位） ５０３単位

要支援２ （ 681 単位） ６２３単位

要支援１ （ 561 単位） ５０３単位

要支援２ （ 681 単位） ６２３単位

要支援１ （ 529 単位） ５０３単位

要支援２ （ 656 単位） ６２３単位

要支援１ （ 529 単位） ５０３単位

要支援２ （ 656 単位） ６２３単位

　：　「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、令和６年５月３１日まで算定可能。

（1月につき　＋所定単位×１６／１０００）

注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数
の合計

（1月につき　＋所定単位×８３／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×６０／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×３３／１０００）

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

チ　介護職員処遇改善加算

ハ　口腔連携強化加算

（１回につき　＋５０単位（１月に１回を限度））

（1回につき　８単位を加算（１日に３回を限度））

（二）　単独型介護予防短期入所
　　　　生活介護費（Ⅱ）
　　　　<多床室>

（２）　併設型
　　　　介護予防短期
　　　　入所生活
　　　　介護費

（一）　併設型介護予防短期入所
　　　　生活介護費（Ⅰ）
　　　　<従来型個室>

1日につき
＋１２０単位

片道につき
　＋１８４単位

（二）　併設型介護予防短期入所
　　　　生活介護費（Ⅱ）
　　　　<多床室>

１日につき
＋１３単位

×７０／１００

ロ　ユニット型
 　介護予防
 　短期入所生活
 　介護費
 　（1日につき）

（二）　経過的単独型ユニット型
　　　　介護予防短期入所生活介護費
　　　　<ユニット型個室的多床室>

１月につき
＋２００単位
※ただし、個
別機能訓練
加算を算定し
ている場合

は、１月につき
＋１００単位

（２）　併設型
　　　　ユニット型
　　　　介護予防短期
　　　　入所生活
　　　　介護費

1日につき
＋１２単位

1日につき
＋５６単位

　1日につき
＋２００単位
（７日間を限

度）（一）　単独型ユニット型介護予防
　　　　短期入所生活介護費
　　　　<ユニット型個室>

×９７／１００

基本部分

注 注

イ　介護予防
 　短期入所生活
 　介護費
 　（1日につき）

（１）　単独型
　　　　介護予防短期
　　　　入所生活
　　　　介護費

（１）　単独型
　　　　ユニット型
　　　　介護予防短期
　　　　入所生活
　　　　介護費

指定短期入
所事業所が

行う場合
×９２/１００

注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数
の合計

（一）　単独型介護予防短期入所
　　　　生活介護費（Ⅰ）
　　　　<従来型個室>

×９７／１００

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　３単位を加算）

－１／１００ －１／１００ －１／１００

１月につき
＋１００単位
（３月に１回を

限度）

（１日につき　４単位を加算）

（１日につき　６単位を加算）

×７０／１００

ニ　療養食加算

（一）　併設型ユニット型
　　　　介護予防短期入所生活介護費
　　　　<ユニット型個室>

（二）　経過的併設型ユニット型
　　　　介護予防短期入所生活介護費
　　　　<ユニット型個室的多床室>

ホ　認知症専門ケア加算

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

ヘ　生産性向
上推進体制加
算

（１）　生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

（１月につき　１００単位を加算）

（２）　生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

（１月につき　１０単位を加算）

ト　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　２２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　１８単位を加算）

※　身体拘束廃止未実施減算については令和７年４月１日から適用する。

※　業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和７年３月３１日までの間適用しない。

リ　介護職員等特定処遇改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数
の合計

（1月につき　＋所定単位×２７／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×２３／１０００）

ヌ　介護職員等ベースアップ等
　　　支援加算

予防　5
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：令和６年６月改定箇所

Ⅰ　指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　訪問介護費

　２　訪問入浴介護費

　３　訪問看護費

　４　訪問リハビリテーション費

　５　居宅療養管理指導費

　６　通所介護費

　７　通所リハビリテーション費

　８　短期入所生活介護費

　９　短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における介護予防短期入所療養介護費

　　　ニ　（削除）

　　　ホ　介護医療院における短期入所療養介護費

　１０　特定施設入居者生活介護費

　１１　福祉用具貸与費

Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　居宅介護支援費

Ⅲ　指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造

　１　介護福祉施設サービス

　２　介護保健施設サービス

　３　（削除）

　４　介護医療院サービス

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

介　護　サ　ー　ビ　ス

社保審－介護給付費分科会
第239回（R6.1.22） 参考資料２－２
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８　短期入所生活介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

連続61日以
上短期入所
生活介護を
行った場合

夜勤を行う職
員の勤務条
件基準を満た
さない場合

利用者の数
及び入所者の
数の合計数が
入所定員を
超える場合

又
は

介護・看護職
員の員数が基
準に満たない
場合

常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケ
アにおける体
制が未整備で
ある場合

身体拘束廃
止未実施減
算

高齢者虐待
防止措置未
実施減算

業務継続計
画未策定減
算

共生型短期
入所生活介
護を行う場合

生活相談員
配置等加算

生活機能向
上連携加算
（Ⅰ）

生活機能向
上連携加算
（Ⅱ）

専従の機能
訓練指導員
を配置してい
る場合

個別機能訓
練加算

看護体制加
算（Ⅰ）

看護体制加
算（Ⅱ）

看護体制加
算（Ⅲ）

看護体制加
算（Ⅳ）

医療連携強
化加算

看取り連携体
制加算

夜勤職員配
置加算（Ⅰ）・
（Ⅱ）

夜勤職員配
置加算（Ⅲ）・
（Ⅳ）

認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

若年性認知
症利用者受
入加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

緊急短期入
所受入加算

長期利用者
に対して短期
入所生活介
護を提供する
場合

※連続61日
以上短期入
所生活介護
を行った場合
には算定しな

要介護１ （ 645 単位） ５８９単位

要介護２ （ 715 単位） ６５９単位

要介護３ （ 787 単位） ７３２単位

要介護４ （ 856 単位） ８０2単位

要介護５ （ 926 単位） ８７１単位

要介護１ （ 645 単位） ５８９単位

要介護２ （ 715 単位） ６５９単位

要介護３ （ 787 単位） ７３２単位

要介護４ （ 856 単位） ８０２単位

要介護５ （ 926 単位） ８７１単位

要介護１ （ 603 単位） ５７３単位

要介護２ （ 672 単位） ６４２単位

要介護３ （ 745 単位） ７１５単位

要介護４ （ 815 単位） ７８５単位

要介護５ （ 884 単位） ８５４単位

要介護１ （ 603 単位） ５７３単位

要介護２ （ 672 単位） ６４２単位

要介護３ （ 745 単位） ７１５単位

要介護４ （ 815 単位） ７８５単位

要介護５ （ 884 単位） ８５４単位

要介護１ （ 746 単位） ６７０単位

要介護２ （ 815 単位） ７４０単位

要介護３ （ 891 単位） ８１５単位

要介護４ （ 959 単位） ８８６単位

要介護５ （ 1,028 単位） ９５５単位

要介護１ （ 746 単位） ６７０単位

要介護２ （ 815 単位） ７4０単位

要介護３ （ 891 単位） ８１５単位

要介護４ （ 959 単位） ８８６単位

要介護５ （ 1,028 単位） ９５５単位

要介護１ （ 704 単位） ６７０単位

要介護２ （ 772 単位） ７4０単位

要介護３ （ 847 単位） ８１５単位

要介護４ （ 918 単位） ８８６単位

要介護５ （ 987 単位） ９５５単位

要介護１ （ 704 単位） ６７０単位

要介護２ （ 772 単位） ７4０単位

要介護３ （ 847 単位） ８１５単位

要介護４ （ 918 単位） ８８６単位

要介護５ （ 987 単位） ９５５単位

　：　「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和７年３月３１日までの間適用しない。

チ　サービス提供
　　体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　２２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　１８単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　６単位を加算）

（１月につき　１００単位を加算）

ヘ　認知症専門ケア
　　加算

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（１日につき　３単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（１日につき　４単位を加算）

ト　生産性向上推進体
制加算

（１）　生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

（1回につき　８単位を加算（１日に３回を限度））

ホ　在宅中重度者
　　受入加算

（１）　看護体制加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）を算定している場合

（１日につき　421単位を加算）

（２）　看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）を算定している場合

（１日につき　417単位を加算）

（３）　（１）（２）いずれの看護体制加算も算定している場合

（１日につき　413単位を加算）

（４）　看護体制加算を算定していない場合

（１日につき　425単位を加算）

イ　短期入所生活
　　介護費
　　（1日につき）

注

１日につき

利用定員29
人以下

＋１２単位

利用定員30
人以上50人

以下
＋６単位

１日につき

利用定員29
人以下

＋２３単位

利用定員30
人以上50人

以下
＋１３単位

１日につき
＋５６単位

１日につき
＋４単位

×７０／１００

（二）　経過的併設型
　　　　ユニット型
　　　　短期入所生活
　　　　介護費
　　　　<ユニット型個室
　　　　的多床室>

指定短期入
所事業所が
行う場合

×９２/１００

×７０／１００

ロ　ユニット型短期
　　入所生活介護費
　　（1日につき）

（１）　単独型ユニット
　　　　型短期入所生活
　　　　介護費

（一）　単独型ユニット型
　　　　短期入所生活
　　　　介護費
　　　　<ユニット型個室
>

（二）　経過的単独型
　　　　ユニット型
　　　　短期入所生活
　　　　介護費
　　　　<ユニット型個室
　　　　的多床室>

（２）　併設型ユニット
　　　　型短期入所生活
　　　　介護費

（一）　併設型ユニット型
　　　　短期入所生活
　　　　介護費
　　　　<ユニット型個室
>

基本部分

注 注 注

１日につき
＋９０単位

（７日（やむを
得ない事情が
ある場合は１
４日）を限度）

１日につき
＋２０単位

（１）　単独型短期
　　　　入所生活介護費

片道につき
＋１８４単位

１日につき
＋１３単位

１日につき
＋８単位

（九）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９）

１日につき
ー３０単位

１日につき
＋２００単位
（７日間を限

度）

１月につき
＋１００単位
（３月に１回を

限度）

１月につき
＋２００単位
※ただし、個
別機能訓練
加算を算定し
ている場合
は、１月につ

き
＋１００単位

１日につき
＋１２単位

１日につき
＋１５単位

死亡日及び
死亡日以前
30日以下に
限り１日につ

き
＋６４単位

１日につき
＋１２０単位

１日につき
＋１８単位

－1/100

（一）　単独型短期入所
　　　　生活介護費（Ⅰ）
　　　　<従来型個室>

×９７／１００

※　身体拘束廃止未実施減算については令和７年４月１日から適用する。

（1月につき　＋所定単位×１１３/1000）

ハ　口腔連携強化加算

（１回につき　５０単位を加算（１月に１回を限度））

（２）　併設型短期
　　　　入所生活介護費

ニ　療養食加算

（二)　併設型短期入所
　　　　生活介護費（Ⅱ）
　　　　<多床室>

（1月につき　＋所定単位×９７／１０００）

－1/100

（２）　生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

（二）　単独型短期入所
　　　　生活介護費（Ⅱ）
　　　　<多床室>

（一）　併設型短期入所
　　　　生活介護費（Ⅰ）
　　　　<従来型個室>

１日につき
＋５８単位

（１月につき　１０単位を加算）

×９７／１００

１日につき
＋１３単位

－1/100

（1月につき　＋所定単位×８６／１０００）

（1月につき　＋所定単位×９０／１０００）

（八）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８）

注
所定単位は、イからチまでにより算定した単位数
の合計（1月につき　＋所定単位×１４０/1000）

（２）　介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×１３６/1000）

（３）　介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×９０/1000）

（十四）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４）

（六）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６）

（４）　介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

（一）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１）

（1月につき　＋所定単位×１２４／１０００）

（二）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２）

（1月につき　＋所定単位×１１７／１０００）

（三）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３）

※　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）については、令和７年３月３１日まで算定可能。

（1月につき　＋所定単位×７４／１０００）

（十一）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１）

（1月につき　＋所定単位×７４／１０００）

（十二）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２）

（十）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０）

リ　介護職員等処遇
　　改善加算

（1月につき　＋所定単位×１２０／１０００）

（四）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４）

（1月につき　＋所定単位×１１３／１０００）

（1月につき　＋所定単位×７０／１０００）

（十三）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３）

（５）　介護職員等処遇
改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋所定単位×６３／１０００）

（１）　介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×９７／１０００）

（1月につき　＋所定単位×４７／１０００）

（七）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７）

（五）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５）

（1月につき　＋所定単位×１０１／１０００）

介護　9
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：令和６年６月改定箇所

Ⅰ　指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防訪問入浴介護費

　２　介護予防訪問看護費

　３　介護予防訪問リハビリテーション費

　４　介護予防居宅療養管理指導費

　５　介護予防通所リハビリテーション費

　６　介護予防短期入所生活介護費

　７　介護予防短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における介護予防短期入所療養介護費

　　　ニ　（削除）

　　　ホ　介護医療院における介護予防短期入所療養介護費

　８　介護予防特定施設入居者生活介護費

　９　介護予防福祉用具貸与費

Ⅱ　指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　介護予防支援費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

介　護　予　防　サ　ー　ビ　ス
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６　介護予防短期入所生活介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

連続31日
以上介護予
防短期入所
生活介護を
行った場合

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所定員を超え
る場合

又
は

介護・看護職
員の員数が基
準に満たない
場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにおけ
る体制が未整
備である場合

身体拘束廃
止未実施減
算

高齢者虐待
防止措置未
実施減算

業務継続計
画未策定減
算

共生型介護予
防短期入所生
活介護を行う場
合

生活相談員配
置等加算

生活機能向上
連携加算（Ⅰ）

生活機能向上
連携加算（Ⅱ）

機能訓練体
制加算

個別機能訓
練加算

認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

若年性認知
症利用者受
入加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要支援１ （ 479 単位） ４４２単位

要支援２ （ 596 単位） ５４８単位

要支援１ （ 479 単位） ４４２単位

要支援２ （ 596 単位） ５４８単位

要支援１ （ 451 単位） ４４２単位

要支援２ （ 561 単位） ５４８単位

要支援１ （ 451 単位） ４４２単位

要支援２ （ 561 単位） ５４８単位

要支援１ （ 561 単位） ５０３単位

要支援２ （ 681 単位） ６２３単位

要支援１ （ 561 単位） ５０３単位

要支援２ （ 681 単位） ６２３単位

要支援１ （ 529 単位） ５０３単位

要支援２ （ 656 単位） ６２３単位

要支援１ （ 529 単位） ５０３単位

要支援２ （ 656 単位） ６２３単位

　：　「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

（1月につき　＋所定単位×４７／１０００）

（1月につき　＋所定単位×７４／１０００）

（十二）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１２）

（1月につき　＋所定単位×７０／１０００）

（十三）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１３）

（1月につき　＋所定単位×６３／１０００）

（十四）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１４）

（1月につき　＋所定単位×９７／１０００）

（九）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９）

（1月につき　＋所定単位×８６／１０００）

（十）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１０）

（1月につき　＋所定単位×７４／１０００）

（十一）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１１）

（1月につき　＋所定単位×１０１／１０００）

（六）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６）

（1月につき　＋所定単位×９７／１０００）

（七）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７）

（1月につき　＋所定単位×９０／１０００）

（八）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８）

（５）　介護職員等処
遇改善加算（Ⅴ）

（一）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１）

（1月につき　＋所定単位×１２４／１０００）

（二）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２）

（1月につき　＋所定単位×１１７／１０００）

（三）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３）

（1月につき　＋所定単位×１２０／１０００）

（四）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４）

（1月につき　＋所定単位×１１３／１０００）

（五）介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５）

チ　介護職員
等
処遇改善加算

（１）　介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数
の合計

（1月につき　＋所定単位×１４０/1000）

（２）　介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×１３６/1000）

（３）　介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×１１３/1000）

（４）　介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋所定単位×９０/1000）

※　業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和７年３月３１日までの間適用しない。

ヘ　生産性向
上推進体制加
算

（１）　生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

（１月につき　１００単位を加算）

（２）　生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

（１月につき　１０単位を加算）

ト　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　２２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　１８単位を加算）

１月につき
＋１００単位
（３月に１回を

限度）

（１日につき　４単位を加算）

（１日につき　６単位を加算）

×７０／１００

ニ　療養食加算

（一）　併設型ユニット型
　　　　介護予防短期入所生活介護費
　　　　<ユニット型個室>

（二）　経過的併設型ユニット型
　　　　介護予防短期入所生活介護費
　　　　<ユニット型個室的多床室>

ホ　認知症専門ケア加算

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（１日につき　３単位を加算）

（二）　単独型介護予防短期入所
　　　　生活介護費（Ⅱ）
　　　　<多床室>

（２）　併設型
　　　　介護予防短期
　　　　入所生活
　　　　介護費

（一）　併設型介護予防短期入所
　　　　生活介護費（Ⅰ）
　　　　<従来型個室> 指定短期入

所事業所が
行う場合

×９２/１００

（一）　単独型介護予防短期入所
　　　　生活介護費（Ⅰ）
　　　　<従来型個室>

×９７／１００ －１／１００ －１／１００

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

1日につき
＋５６単位

　1日につき
＋２００単位
（７日間を限

度）（一）　単独型ユニット型介護予防
　　　　短期入所生活介護費
　　　　<ユニット型個室>

×９７／１００

ハ　口腔連携強化加算

（１回につき　＋５０単位（１月に１回を限度））

１月につき
＋２００単位
※ただし、個
別機能訓練
加算を算定し
ている場合

は、１月につき
＋１００単位

（２）　併設型
　　　　ユニット型
　　　　介護予防短期
　　　　入所生活
　　　　介護費

1日につき
＋１２単位

基本部分

注 注

イ　介護予防
 　短期入所生活
 　介護費
 　（1日につき）

（１）　単独型
　　　　介護予防短期
　　　　入所生活
　　　　介護費

（１）　単独型
　　　　ユニット型
　　　　介護予防短期
　　　　入所生活
　　　　介護費

－１／１００

※　介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）については、令和７年３月３１日まで算定可能。

（1回につき　８単位を加算（１日に３回を限度））

※　身体拘束廃止未実施減算については令和７年４月１日から適用
する。

1日につき
＋１２０単位

片道につき
　＋１８４単位

（二）　併設型介護予防短期入所
　　　　生活介護費（Ⅱ）
　　　　<多床室>

１日につき
＋１３単位

×７０／１００

ロ　ユニット型
 　介護予防
 　短期入所生活
 　介護費
 　（1日につき）

（二）　経過的単独型ユニット型
　　　　介護予防短期入所生活介護費
　　　　<ユニット型個室的多床室>

予防　5
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